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文中の図は、下記の川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）

から抜粋したものです。平成２３年１１月実施の市民意識調査（平成２４年３月）、平成２６

年実施の内閣府世論調査（女性の活躍推進に関する世論調査）、平成２８年実施の内閣府世

論調査（男女共同参画に関する世論調査）と比較しています。 
記 

● 調査の設計 
（１）調査対象 川西市に居住している満16歳以上の市民 2,000人 

（２）抽 出 法 住民基本台帳による無作為抽出（平成28年８月１日現在） 

（３）調査期間 平成28年８月16日～平成28年９月９日 

（４）調査方法 郵送配布、郵送回収（ハガキによる督促１回） 

 

● 回収結果 
回収状況 

 配布数 有効回収数 有効回収率 

女 性 1,000 514 51.4％ 

男 性 1,000 351 35.1％ 

合 計 2,000 878 43.9％ 

※有効回収数の合計には、「その他」１人、性別不詳12人が含まれている。 
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第１章 第３次男女共同参画プラン（改訂版）の策定について 
 

Ⅰ プラン（改訂版）策定の趣旨と背景 

  
 川西市では、平成５(1993)年に、女性プラン「川西市女性プラン～うるおいのある

地域社会をめざして～」を策定して以降、時代の変化に対応するため概ね５年ごとに

プランの改定を行い、男女共同参画社会（1）の実現をめざして、関連する施策や取組

を推進してきました。 

 平成２８(2016)年８月に本市が実施した「男女共同参画社会に関する市民意識調

査」の結果をみると、「夫は外で仕事、妻は家事・育児など家庭を守るのがよい」の

問いに「そう思う」という市民は、減少傾向にあるなど、男女共同参画に関する市民

の意識は確実に変化してきています。 

しかし、男女の地位の平等感については、多くの項目において男性よりも女性の方

が不平等さを感じています。例えば「家庭生活」や「地域活動の場」、「社会通念・習

慣・しきたり」、「政治経済活動への参加」では女性の方が１０ポイント前後、「法律

や制度上」では１８．６ポイント低くなっています。 

さらに、平成２７(2015)年８月には「女性の就業生活における活躍の推進に関する

法律（以下「女性活躍推進法（２）」という。）が制定されました。自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一

層重要となっていることから、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推

進し、もって男女の人権が尊重され、急速な少子高齢化の進展やその他社会情勢の変

化に対応できる豊かで活力ある社会を実現していくことが求められています。 

このため、平成２５(2013)年度から平成３４(2022)年度までの１０年間を計画期

間として策定された「第３次川西市男女共同参画プラン～男女の自律と平等をめざ

して～」の中間年（見直し時期）に当たり、今後予測される社会情勢の変化や現状等

を踏まえ、「女性活躍推進法」の趣旨に基づく「女性活躍推進計画」を包含した「第

３次川西市男女共同参画プラン（改訂版）」を策定するものです。 

 

１．世界の動き 

◇ 昭和５０（1975）年の「国連国際婦人年（３）」に国際婦人年世界会議がメキシコ

シティで開催され、「世界行動計画」が採択されました。 

◇ 「国連婦人の１０年（４）」の最終年にあたる昭和６０（1985）年には「第３回世

界女性会議（５）（ナイロビ）」が開催され、「婦人の地位向上のためのナイロビ将

来戦略」が採択されました。 

◇ 平成７（1995）年に開催された「第４回世界女性会議（北京）」では、現在の女



- 2 - 
 

性の地位向上に関する国際的な指針とも言うべき「北京宣言及び行動網領」が

採択され、平成１２（2000）年には、そのフォローアップとして、第２３回国

連特別総会（女性 2000 年会議）（６）が開催され、成果文書が採択されました。 

◇ 平成２３（2011）年には、既存のジェンダー関連４機関であるジェンダー問題

事務総長特別顧問室、女性の地位向上部、国連婦人開発基金、国際婦人調査訓

練研修所が統合され、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国

連機関」（ＵＮ Ｗomen）が発足し、平成２７（2015）年には、ＵＮ Ｗomenの

アジアで初めての事務所が東京に開設されました。 

◇ 平成２６（2014）年には、日本政府が国連に提出した「女子差別撤廃条約（７）実

施状況第７回及び第８回報告」について、女子差別撤廃委員会から、女性のみ

に課された再婚禁止期間の廃止や夫婦別姓を認めない規定の法改正などを含

む最終見解が出されました。 

◇  平成２７（2015）年には、第４回世界女性会議で採択された「北京宣言及び行      

動網領」の採択２０年（北京＋２０）を記念し、ジェンダー（８）平等と女性の 

エンパワーメント（９）に関するグローバル・リーダーズ会合が開催されました。 

 

２．国の動き 

◇ 昭和５２（1977）年に初の「国内行動計画」が策定され、昭和６０（1985）年

に「女子差別撤廃条約」が批准されました。 

◇ 平成１１（1999）年に「男女共同参画社会基本法（10）」が制定されるとともに、

これに基づき平成１２（2000）年には「男女共同参画基本計画（11）（第１次）」

が策定され、総合的かつ計画的な取組が進められました。 

◇ また、平成１６（2004）年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（以下「ＤＶ防止法（12）」という）。」や「育児・介護休業法（13）」が

改正されるなど、男女共同参画の推進に向けた法制度の整備が進められました。 

◇ 平成２７（2015）年８月に「女性活躍推進法（２）」が成立し、国や地方自治体、

民間事業主に、数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表を義務づけるなど

の取組が始まりました。 

 ◇ また、平成２７（2015）年１２月には「あらゆる分野における女性の活躍」「安

全・安心な暮らしの実現」「男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備」「推

進体制の整備・強化」を基本的な方針とする「第４次男女共同参画基本計画」

が策定されました。 

 

３．兵庫県の動き 

◇ 昭和６０（1985）年に「ひょうごの婦人しあわせプラン」、平成２（1990）年に
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「新ひょうごの女性しあわせプラン」、平成８（1996）年に同プランの「後期実

施計画」がそれぞれ策定されました。 

◇ この間、拠点施設として県立女性センターの設立をはじめ、さまざまな取組が

なされ、施策が推進されてきました。 

◇ 平成１３（2001）年には、男女共同参画づくりを総合的かつ計画的に推進する

ため「兵庫県男女共同参画計画－ひょうご男女共同参画プラン２１－」が策定

され、平成１４（2002）年には、県の施策の基本的事項を定めた「兵庫県男女共

同参画社会づくり条例」が制定されました。 

◇ 平成１８（2006）年には、「兵庫県男女共同参画計画－後期実施計画」「第２次男

女共同参画兵庫県率先行動計画」「兵庫県配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本

計画」が策定されたほか、県立男女共同参画センターに「ひょうご女性チャレ

ンジひろば（14）」が開設され、チャレンジしたい女性のための支援の充実が図ら

れています。 

◇ さらに、平成２６（2014）年には、「兵庫県ＤＶ防止・被害者保護計画」を、平

成２７（2015）年には、「第５次男女共同参画兵庫県率先行動計画－ひょうごア

クション８－」が策定されるとともに、平成２８（2016）年には、「すべての女

性の活躍」「仕事と生活の両立支援」「互いに支えあう家庭と地域」「安心して生

活できる環境の整備」「次世代への継承」を重点目標とする「ひょうご男女いき

いきプラン2020（第３次兵庫県男女共同参画計画）」が策定されました。 

 

４．川西市の動き 

◇ 昭和６２（1987）年に兵庫県内では初の「婦人センター」を開設しました。 

◇ 平成元（1989）年には、女性政策の専管組織として「婦人対策担当」を設置し、

男女平等に向けての政策が本格的にスタートしました。 

◇ 平成５（1993）年には「川西市女性プラン～うるおいのある地域社会をめざし

て～」（第１次プラン）を策定し、さまざまな取組を推進してきました。 

◇ 平成１５（2003）年には、「川西市男女共同参画プラン－男女の自立と平等によ

る共同参画をめざして－」（第２次プラン）を策定し、６つの基本目標と１３２

の具体的施策を設定するとともに、市長を本部長とする川西市男女共同参画推

進本部（15）を設置しました。また、同年「川西市女性問題懇話会」を廃止し、「川

西市男女共同参画審議会（16）」を設置しました。 

◇ 平成２５（2013）年には、「川西市配偶者等からの暴力対策基本計画」を包含し

た「第３次川西市男女共同参画プラン～男女の自律と平等をめざして～」（計画

期間：平成２５(2013)年度から３４（2022）年度まで）を策定しました。 

◇ 平成２７（2015）年には、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市の責

務並びに市民、事業者、教育関係者及び市民公益活動団体の役割を明らかにす



- 4 - 
 

るとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを

目的として「川西市男女共同参画推進条例」を制定しました。 

◇ 平成２８（2016）年５月には、「第３次川西市男女共同参画プランの見直しにつ

いて」を川西市男女共同参画審議会（16）に対し諮問し、同年９月に実施した「川

西市男女共同参画に関する市民意識調査」から得られた本市の実態や市民意識

などを踏まえ、平成２９（2017）年１０月に同審議会から答申が市長に提出さ

れました。 
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Ⅱ 計画の位置づけ 

 

◇ 第３次川西市男女共同参画プラン（改訂版）は、「川西市男女共同参画推進条例」

第１１条に基づく行動計画であり、「男女共同参画社会基本法（10）」「ＤＶ防止法

（12）」「女性活躍推進法（２）」に規定する計画にあたります。また、国の「第４次男

女共同参画基本計画」、県の「兵庫県男女共同参画社会づくり条例」「第３次兵庫

県男女共同参画計画」などの内容を踏まえ策定したものです。 

◇ 計画の期間は、平成３０（2018）年度から３４（2022）年度までの５年間としま

す。 

◇ この計画の推進にあたっては、行政だけでなく市民や企業、各種団体、市民グル

ープなど、さまざまな主体が積極的かつ自主的な取組を進めることが大切です。

そのため、各主体に対してもこの計画の趣旨に基づく参画と協働を求めるもので

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

男女共同参画社会基本法 

 

 

市町村男女共同参画計画 

第 14条 
3 市町村は、男女共同参画基
本計画及び都道府県男女共同
参画計画を勘案して、当該市
町村の区域における男女共同
参画社会の形成の促進に関す
る施策についての基本的な計
画を定めるように努めなけれ
ばならない。 

（関連する基本目標Ⅰ～Ⅵ）  

ＤＶ防止法 
配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する法律 

 

市町村基本計画 

第 2条の 3 
3 市町村（特別区を含む。以
下同じ。）は、基本方針に即
し、かつ、都道府県基本計画を
勘案して、当該市町村における
配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のための施策の実施
に関する基本的な計画を定める
よう努めなければならない。 

（関連する取組分野Ⅴ） 

女性活躍推進法 
女性の職業生活における活躍の 

推進に関する法律 

 

市町村推進計画 

第 6条 
2 市町村は、基本方針（都道府
県推進計画が定められていると
きは、基本方針及び都道府県推
進計画）を勘案して、当該市町
村の区域内における女性の職業
生活における活躍の推進に関す
る施策についての計画を定める
よう努めるものとする。 

（関連する取組分野Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ） 

川西市男女共同参画推進条例 
第 11条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画を定めるものとする。 
 

第３次川西市男女共同参画プラン 

（改訂版） 

第５次川西市総合計画 

かわにし 幸せ ものがたり 

 人権行政推進プラン 
 子ども・子育て計画 
 高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画 

 障がい者福祉計画    など 
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第２章 かわにしのめざす社会 

 

Ⅰ これまでの実績と今後の課題 

 
１．川西市男女共同参画審議会の設置 

平成２（1990）年から長年にわたり、川西市の男女共同参画政策の方向性や施策

に対し提言を行ってきた「川西市女性問題懇話会」を平成１５（2003）年３月に廃

止し、同年４月に「川西市男女共同参画審議会（16）」を新たに設置しました。ここで

は、男女共同参画施策に対する助言や川西市男女共同参画プラン推進の進行管理な

どを定期的に行い、市長から諮問された「川西市男女共同参画プランの見直しにつ

いて」に対し答申しています。 

 

２．川西市男女共同参画推進本部の設置 

平成１５（2003）年４月に市長を本部長とする「川西市男女共同参画推進本部（15）」

を設置し、計画に基づく広範多岐にわたる男女共同参画に関する各種施策について、

整合性をもって総合的に推進し、相互に連携を図りながら全庁的に取組を進めてい

ます。 

 

３．重点施策の設定 

緊急かつ重要で複数所管の連携を要するものを原則とし、行政が自ら推進し、市

民のエンパワーメント（９）を支援し、市民の力を必要とする３つの視点から、３つ

の重点施策「女性のエンパワーメントの推進」「仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）の推進」「配偶者等からのあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶」を設定し推

進してきました。また、取組状況については、毎年、審議会に報告し、助言などを

いただいています。 

 

４．具体的施策の進捗状況の調査及びその公表 

毎年、具体的施策などの進捗状況調査を実施し、その進捗状況に応じて、担当所

管に対しヒアリングを実施しています。また、その調査結果は、「『川西市男女共同

参画プラン』の取組状況実績報告書」として取りまとめ、審議会に報告し、市のホ

ームページにも掲載しています。 

各施策について、着実に前進は見られるものの、まだ、多くの課題が残されてお

り、より一層の推進が必要です。 
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Ⅱ 基本的な考え方 

 
 平成２５（2013）年に策定した「第３次川西市男女共同参画プラン～男女の自律と

平等をめざして」では、平成１１（1999）年に制定された「男女共同参画社会基本法

（10）」を踏まえることを前提に、次の７つの基本的な考え方を示しました。 

 今回の改訂版でもこれら基本的な考え方を踏襲します。 

 

（１） 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）（17）の推進 

男女共同参画社会基本法では、男女共同参画を推進する社会システムの構築に

向けて地方公共団体が講ずべき施策の中に、積極的改善措置が含まれることが明

記されており、具体的な措置を講じていく段階にきています。男女が共にあらゆ

る分野に参加・参画できる社会に向けて、政治や政策方針決定過程、地域社会、

労働、教育などあらゆる場で積極的に男女間の格差を是正する施策を強化してい

く必要があります。 

 

（２）ジェンダー（8）問題への積極的な取組 

固定的な性別役割分担意識を払拭し、個人として尊重され、一人ひとりの個性

と能力が発揮できる社会の実現に向けた取組が求められています。男女の人権が

尊重され、それぞれが経済的、生活的、精神的に自立できる社会の実現に向けて、

あらゆる施策にジェンダー問題に敏感な視点（18）を組み入れることが重要です。

ジェンダーは、社会のあらゆる場面やシステム、人々の意識の中に根強く存在し

ており、ジェンダー問題に敏感な視点を持つよう意識的に取り組むことが必要で

す。 

 

（３） エンパワーメント（9）の推進 

女性たち自身が潜在的に持っている力を伸ばし、連帯して行動することによっ

て社会を変えていこうとする「エンパワーメント」の重要性は、北京宣言に明記

されました。あらゆる分野の意思決定の場への参画に向けたエンパワーメントが

求められます。学習機会の拡大や学習の結果を行動へ結びつけられるような環境

を整備し、さらに、男女共同参画に向けた市民や団体の活動を支援するなど市民

のエンパワーメントに向けた取組が必要です。 

 

（４） 法的識字能力（リーガル・リテラシー）（19）の強化 

男女共同参画社会基本法の制定や配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に
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関する法律（ＤＶ防止法）（12）の改正、男女雇用機会均等法の改正など、男女共同

参画の実現に向けた法制度などの整備が進められています。自分を取り巻く法律

や制度の存在を知り、その内容を理解し使いこなす能力、すなわち法的識字能力

が女性のエンパワーメント（9）にもつながります。人権を守るためのあらゆる法や

制度を学ぶ機会を増やすことが必要です。 

 

（５） パートナーシップの推進 

第４回世界女性会議（5）における日本の代表演説の中の柱の一つとして、「対等

なパートナーシップ」が述べられました。家庭や地域、職場などあらゆる場で男

女の対等なパートナーシップの確立が求められています。男女共同参画社会は行

政だけで実現できるものではなく、市民一人ひとりの意識や行動、企業や団体な

どあらゆる主体の努力と相互協力によってなされるものです。行政と市民団体と

のパートナーシップ、ＮＧＯ（20）やＮＰＯ（21）と企業とのパートナーシップなど互

いの連帯の重要性がさらに増してくると考えられます。 

 

（６） 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）（22）の確立 

 仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・

育児・介護、近隣との付き合いなどの生活も暮らしには欠かすことができません。

その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。しかし、現実の社

会には、安定した仕事に就けず経済的に自立することができない、仕事に追われ

心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む

など、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。これらが、働く人の

将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低

下、少子化・人口減少という現象にまでつながっています。それを解決する取組

として、ワーク・ライフ・バランスが必要です。 

 

（７） ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（23）の根絶 

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、全ての人が個人と 

  して、性別にとらわれず、自分らしくいきいきとした生活を送ることができる 

  男女共同参画社会の実現の妨げになっています。また、子どもの目の前で行われ

るＤＶは児童虐待であり、その家庭で育つ子どもにも深刻な影響を与えます。し

かし、その多くは家庭内において行われるため、外部からの発見が困難で潜在化

しやすく、しかも加害者には罪の意識が薄いという傾向があります。このような

状況を改善し、全ての人々の人権が尊重される社会を実現するためには、ＤＶを

防止し、被害者を保護、支援するための取組が必要です。 
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Ⅲ 第３次プラン（改訂版）の基本理念と重点課題 

 

これまでの実績と今後の課題などを踏まえ、第３次プラン（改訂版）では次の基本

理念と５つの重点課題を定め、取組を進めます。 

 

【基本理念】 

  個人の尊厳を大切にし、家庭・地域・職場の喜びと責任を男女ともに分かち合い、

いきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現 

 

【重点課題】 

 

 男女の意識変革の促進 
 

 男女共同参画の子育て・介護支援（男性職員の育児休業取得の推進などを 
含む) 

 

 女性の就労支援（継続雇用の保障と非正規雇用の正規雇用化を含む） 
 

 配偶者等からの暴力の根絶 
 

 男女共同参画推進条例の周知徹底 
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Ⅰ 施策の体系 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 個人の尊厳を大切にし、家庭・地域・職場の喜びと責任を男女ともに分かち合い、

いきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現 

第３章 ６つの基本目標と１６の基本課題 

基本目標 基本課題 施策の方向

 １　男女共同参画に
関する広報・啓発活動
のさらなる展開

①男女共同参画に関する意識啓発の推進
②人権行政推進プランなどを活用した男女共同参画の取組の推進

 ２　男女共同参画に
関する教育の徹底

①保育所・幼稚園・学校などにおける男女平等教育の推進
②家庭・地域・職場における学習機会の整備

 ３　政策・方針決定
過程への女性の積極的
参画促進

①審議会などへの女性の登用促進
②自治会やコミュニティ、ＮＰＯなど各種団体における女性役員の登用促
進
③市女性職員・教員の職域拡大と管理職などへの登用推進

 ４　危機管理と国際
的視点による男女共同
参画の推進

①防災・災害復興における男女共同参画の推進
②国際的視点による男女共同参画の推進

 ５  働く場における
男女共同参画の促進

①働く場における男女の均等な機会と待遇改善への取組の推進
②女性の職業能力の開発と就業促進
③あらゆる労働現場での男女不平等に対応できる相談体制の充実

 ６  男女ともに築く
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

①一人ひとりの働き方の見直しの促進
②事業所に対する啓発の推進
③子育て・介護支援体制の整備
④庁内ワーク・ライフ・バランスの率先行動の推進

 ７  性と生殖に関す
る健康の増進と権利の
擁護

①性と生殖に関する健康と権利についての正しい知識の普及促進
②母体保護と母子保健の充実
③安心して産み育てられる環境の整備

 ８  ライフステージ
に応じた健康づくりの
支援

①女性・男性の更年期、ストレス、自殺防止に関する情報提供
②青少年への薬物乱用防止、性感染症予防対策の推進
③スポーツ活動と健康診断などによる健康の保持・増進

 ９  さまざまな暴力
の根絶

①各種ハラスメント防止対策の推進
②ストーカー行為・性犯罪の防止、売買春の禁止
③高齢者虐待・障がい者虐待・児童虐待の防止

 10  ＤＶ防止に向け
た啓発・教育の徹底

①市民（家庭・地域社会）への啓発の推進
②事業者への啓発の推進
③学校などでの啓発・教育の推進

 11  相談体制の充実
①配偶者暴力相談支援センターの充実と各種相談窓口との連携強化、市民
への周知徹底
②相談員などの資質の向上と二次的被害の防止

 12  被害者の安全確
保

①緊急時における被害者の安全確保
②被害者などの情報管理の徹底

 13  被害者の自立支
援

①生活の安定、経済的自立に向けた支援
②心理的ケアの充実

 14  推進体制の強化
①警察や県、市福祉・子ども部門などの連携強化
②民間支援団体との連携・協働
③広域連携の強化

 15  男女共同参画の
施策推進体制の強化

①庁内推進体制の整備・強化と評価指標（数値目標）による進行管理
②男女共同参画センターの周知徹底と社会教育機関、その他諸団体との連
携強化
③庁内男女共同参画モデル化の推進

 16  市民参画の体制
整備

①ジェンダー問題に取り組む市民団体への支援
②男女共同参画市民企画員の育成

Ⅴ　配偶者
等からのあ
らゆる暴力
(ＤＶ)の根
絶（川西市
配偶者等か
らの暴力対
策基本計
画）

Ⅰ　男女共
同参画につ
いての理解
の促進

Ⅵ　男女共
同参画施策
の推進と進
行管理

Ⅱ　女性の
エンパワー
メントの推
進

Ⅲ  仕事と
生活の調和
(ワーク・
ライフ・バ
ランス）の
推進

Ⅳ　あらゆ
る人が安全
で安心して
暮らせる環
境づくり
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Ⅱ 基本目標と基本課題、施策の方向と具体的施策 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画についての理解の促進 

 
 
 平成１１（1999）年に「男女共同参画社会基本法（10）」が制定され、男女平等の社

会づくりが進められていますが、実質的な平等の実現には、まだ多くの努力を必要と

する状況にあります。 

 平成２８（2016）年に川西市民を対象に実施した「男女共同参画に関する市民意識

調査」（以下「市民意識調査」という。）の結果を見ると、「男は仕事、女は家庭」と

いった性別役割分担（24）に賛成する人は、女性で２１．８％、男性で３１．９％とな

っています。平成２３（2011）年の前回の調査と比べると、女性は１０．４ポイント

の減、男性は８．９ポイントの減となっていますが、男性の方が女性より性別役割分

担に賛成する人が多い結果となっています。また、「ジェンダー問題や男女共同参画

について学んだことがある」と答えた人は、男女ともに減っています。すべての市民

が個性を生かし、住みよいまちを築くためにも、さまざまな機会や場所を活用して、

ジェンダー問題についての学習を進めていかなければなりません。 

 平成１１（1999）年に制定された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に

基づき、平成１４（2002）年に策定された国の「人権教育・啓発に関する基本計画」

でも、男女平等への教育・啓発が促され、平成１７（2005）年からは「人権教育のた

めの国連１０年（25）」の後を受けた｢人権教育のための世界プログラム（26）｣が実施さ

れています。引き続きこれらも活用しながら、人権が尊重され、男女がともにいきい

きと生きることができる社会を築くことが必要です。 

 また、学校園などはもとより、家庭や地域、職場で、男女ともに男女共同参画につ

いて学ぶ機会をさらに整えます。 

男女共同参画社会の実現には、男女共同参画を進めるあらゆる分野の施策と関連

させて、教育・啓発を推進することが重要です。 

 

 

基本課題１．男女共同参画に関する広報・啓発活動のさらなる展開 

 

基本課題２．男女共同参画に関する教育の徹底 
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基本課題１ 男女共同参画に関する広報・啓発活動のさらなる展開 

 
（現状と課題） 

● 「男は仕事、女は家庭」という考え方に反対する人が年々増加するなど、男女

共同参画に関する市民の意識の変化は認められるものの、男女共同参画社会の

実現にはまだ多くの課題があります。そのため、市民や事業者などが男女共同

参画社会の必要性についての認識を深めるよう、継続的に広報・啓発を行う必

要があります。   

 

● 男女間の不平等は人権問題であり、人権は絶え間ない継続的な努力によってこ

そ守られるものであるという認識を持つ必要があります。平成２７月４月に「川

西市人権行政推進プラン（27）」を改定し、庁内外における人権意識の向上を図っ

ていますが、この人権行政推進プランを生かしながら、さらに男女共同参画の

取組を推進していく必要があります。 

 

【施策の方向】 

１． 男女共同参画に関する意識啓発の推進 

 

２． 人権行政推進プランなどを活用した男女共同参画の取組の推進 

 

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

１ 

「男は仕事、女は家庭」という考

えを持っている人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：２１．８％ 

男性：３１．９％ 

女性：１５％ 

男性：２５％ 

※（H33年度） 

人権推進室 

２ 

社会全体で男女の地位が平等にな

っていると思う人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性： ５．１％ 

男性：１１．１％ 

女性：１５％ 

男性：２０％ 

※（H33年度） 

人権推進室 

３ 

広報・啓発活動において男女共同

参画に関することを取り上げた回

数 

 

６ 回 

 

７ 回 
 

人権推進室 

 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年 

度に実施する予定です。 

〇評価指標は男女共同参画施策を推進する中で追加・変更などを検討していきます。 
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図１：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ３０ 
   前回調査は平成２３年１１月実施 

 

№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担当課 
備

考 

1 

男女共同参画に関

する意識啓発の推

進 

1 
固定的な性別役割分担意識（24）を解消す

るため講座や講演会を開催します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

 

 

 

2 

女性の権利は国際的な条約や法律により

保障されていますが、法律などを知りそ

れを活用する能力である法的識字能力

（19）を強化するため講座や講演会を開催

します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

 

3 

広報かわにし「男女共同参画特集」や、

男女共同参画センター情報紙を発行し、

男女共同参画の意識啓発を図ります。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

 

2 

人権行政推進プラ

ンなどを活用した

男女共同参画の取

組の推進 

4 

 

「川西市人権行政推進プラン（27）」の「女

性の人権課題」の解決に向けて、男女共

同参画の取組を推進します。 
人権推進室 

継続 

 

 

 
問 夫は外で仕事をし、妻は家事・育児など家庭を守るのがよい（平成２８年度内閣府 

世論調査比較、経年比較） 

 

  
37.0 

32.2 

21.8 

58.5 

64.6 

75.5 

4.5 

3.2 

2.7 

平成28年内閣府世論調査 女性
(N=1,655)

前回調査 女性
(N=599)

今回調査 女性
(N=514)

(%)

0 20 40 60 80 100

そう思う そう思わない
無回答

（わからない）

44.7 

40.8 

31.9 

49.4 

54.2 

64.4 

5.8 

5.0 

3.7 

平成28年内閣府世論調査 男性
(N=1,404)

前回調査 男性
(N=402)

今回調査 男性
(N=351)

(%)

0 20 40 60 80 100

そう思う そう思わない
無回答

（わからない）



 
- 15 -

基本課題２ 男女共同参画に関する教育の徹底 

 
（現状と課題） 

● 指導的立場の教員には女性が少ないということも隠れたカリキュラム（28）の一

つです。校長や教頭、指導主事など指導的立場にある女性教員の増加を図り、

そのための職場慣行の見直しなども含めて条件整備を進めることが課題です。 

 

● 男女の自立を支えるために、男女平等の観点から進路指導を行い、性別役割を

超えた職業観・労働観の育成を図ることが重要です。 

 

● 男女平等教育についての教員の研修を充実させるために、その回数の増加、参

加しやすい条件づくり、研究会の開催などに努めます。 

 

● 兵庫県教育委員会が平成２９年３月に教師用指導資料として作成した「男女共 

同参画社会の実現をめざす教育の実践に向けて（改訂版）」を活用し、次代を担

う子どもたちが、人権尊重や男女平等、ワーク・ライフ・バランス（22）の大切さ

など男女共同参画への理解を深め、多様な可能性から主体的に進路を選択する

能力や態度を身に着けられるよう指導する必要があります。 

 

● ジェンダー（8）問題に関する学習を、市民や団体リーダー、市職員、各種委員、

その他市関係の人々（市の取引業者などを含む）が、市内の社会教育施設など

地域住民の交流の場において実施する必要があります。特に子育てに関わる

人々の学習の推進によって、幼少期からの男女平等教育を徹底する必要があり

ます。 

 

● ジェンダー問題についての学習がさまざまな分野の職場においても活発に行わ

れるように、企業などに働きかけるとともに、市自らがそのモデルとなる必要

があります。 

 

● 多くの情報が氾濫している現代では、それらの情報を無批判に受け入れるので

はなく、男女ともに主体的に読み解き、自らが発信する能力（メディア・リテラ

シー）（29）を高める必要があります。 

 

● 性同一性障害（性別違和）や同性愛などのセクシュアル・マイノリティ（30）は偏

見や差別の対象となることから、多様な性のあり方や生き方への理解が得られ

るよう啓発・学習が必要です。特に学校などにおいては、平成２８（2016）年に

文部科学省が作成した「性同一性障害や性的志向・性自認に係る、児童生徒に
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図２：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ２２ 
   前回調査は平成２３年１１月実施 

 

対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」などを基にした対応や

教育が必要です。 

 

 

【施策の方向】 

１． 保育所・幼稚園・学校などにおける男女平等教育の推進 

 

２． 家庭・地域・職場における学習機会の整備 

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目標（Ｈ３４） 担当課 

４ 

   

市内小・中学校、特別支援学校におけ

る校長・教頭の女性の人数 
４８人中１０人 ４８人中１２人 教職員課 

５ 

ジェンダー問題や男女共同参画につい

て学んだり、教えられたりしたことの

ある人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：２２．８％ 

男性：２１．７％ 

 女性：４０％ 

 男性：４０％ 

※（H33年度） 

人権推進室 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度に 

実施する予定です。 
 
問 あなたは、ジェンダー問題や男女共同参画がどういうものなのかを学んだり、教えら

れたりしたことがありますか。（どちらか１つに○）  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.9 

22.8 

70.3 

75.9 

0.8 

1.4 

前回調査 女性
(N=599)

今回調査 女性
(N=514)

(%)

0 20 40 60 80 100

ある ない 無回答

31.1 

21.7 

67.7 

77.5 

1.2 

0.9 

前回調査 男性
(N=402)

今回調査 男性
(N=351)

(%)

0 20 40 60 80 100

ある ない 無回答
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

保育所・幼稚園・学

校などにおける男

女平等教育の推進 

5 

男女平等教育ガイドライン（基本方針）

に基づき、保育所・幼稚園・認定こども

園・学校での指導方法の研究を行い、実

践力を高めます。 

こども育成課 

学校指導課 

継続 

 

6 

男女平等教育推進の観点から、教科書・

副読本などの「隠れたカリキュラム

（28）」の点検、見直しを行い、男女平等

教育を推進します。 

こども育成課 

学校指導課 

継続 

7 

男女平等教育推進のための情報を収集

し、男女平等教育推進委託研究校園を指

定します。 

学校指導課 

継続 

8 

女性の理系分野への進路選択も含め男

女平等の進路指導、職業観・労働観を育

む教育を行います。 

生徒指導支援課 

拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭・地域・職場

における学習機会

の整備 

 

 

 

 

9 

公民館などの社会教育施設などで､男女

共同参画意識を啓発する講座･セミナー

などを開設します｡ 

人権推進室（男女共同参

画センター） 

総合センター 

公民館 

継続 

10 
川西市人権教育協議会と連携し、地域に

おける学習機会の充実を図ります。 
人権推進室 

継続 

11 

子育て･介護関係の講座などの実施につ

いては男性の参加を促進するとともに、

男女共同参画の視点も盛り込むように

努めます｡ 

人権推進室（男女共同参

画センター） 

総合センター 

福祉政策課 

子育て・家庭支援課 

長寿・介護保険課 

健幸政策室 

公民館 

継続 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 
備

考 

2 

家庭・地域・職場

における学習機会

の整備 

12 

コミュニティ、ＰＴＡ、民生委員・児童

委員、青少年補導委員などを対象に、男

女共同参画に関する啓発を行います。 

参画協働室 

福祉政策課 

地域こども支援課 

青少年センター 

関係所管 

継続 

13 
事業所への啓発、講座などを実施しま

す。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

産業振興課 

継続 

14 

図書館や施設の図書コーナーの男女共同

参画に関する蔵書を充実し、男女共同参

画週間などの機会に、それらの本の展示

などを行います。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

中央図書館 

公民館 

関係所管 

継続 

15 

携帯電話、インターネット上の性や暴力

に関する有害情報の危険性や、子どもた

ちを含めた「性の商品化（31）」が人権を

侵害していることなどについて啓発を行

います。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

学校指導課  

継続 

16 
セクシュアル・マイノリティ（30）に関す

る啓発・学習を実施します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

総合センター  

人権推進室 

継続 

17 
メディア・リテラシー（29）の向上のため

の啓発・学習を実施します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

人権推進室 

新規 
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基本目標Ⅱ  女性のエンパワーメントの推進 

 
 男女共同参画社会の実現には、男女が対等な構成員として方針決定過程にともに

かかわる機会が確保されることが必要です。各分野で指導的地位に立つ女性の割合

は増加していますが、全体として低い水準で、女性の参画が十分に進んでいるとは言

えない状況にあります。 

平成２８年に実施した市民意識調査でも、「政治・経済・地域などの各分野で、女

性の参加が進み、女性のリーダーが増えるとどのような影響があるか」の問いに、男

女とも「男女を問わず優秀な人材が活躍できるようになる」が最も多く、次いで「多

様な視点が加わることで新たな価値や商品・サービスが創造される」と答えています。 

このような中で、市が率先して、審議会などの委員や管理職への女性登用の促進、

女性管理職のスキルアップを行う取組を進めるなど、政策・方針決定過程への女性の

参画拡大に取り組むとともに、企業や各種機関・団体に対して広く呼びかけ、女性の

参画促進の取組を目に見える形で進めます。 

 特に、女性の参画が進んでいない分野については、数値目標を明示した積極的改善

措置（ポジティブ・アクション）（17）を講じるとともに、女性のエンパワーメント（潜

在的に持っている力を伸ばすこと）を支援していきます。 

東日本大震災では、多くの人命が奪われ、多くの被災者が避難所生活を余儀なくさ

れました。その避難所生活において、女性用物資の不足や女性専用スペースの未設置

などから、女性が困難を抱える事例が報告されています。その背景として、平常時に

おける防災の検討や、避難所運営など災害現場での意思決定の場に女性がほとんど

参画していなかったことが挙げられます。今世紀前半には関西でも南海地震や東南

海地震が起こると言われる中で、危機管理の面でも女性のエンパワーメント（９）を推

進します。 

 

 

基本課題３ 政策・方針決定過程への女性の積極的参画促進 

 

基本課題４ 危機管理と国際的視点による男女共同参画の推進 
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基本課題３ 政策・方針決定過程への女性の積極的参画促進 

 
（現状と課題） 

● 女性委員の登用率の向上を目指して、女性のいない審議会などの解消に努める

とともに、遅々として進まない女性登用の現状を打破するため、委員就任の基準

を「会長あて職」から「その団体を代表する人」「団体の推薦する者」にシフトす

るなど工夫を凝らし、早急に目標値である３０％を達成する必要があります。 

 

● 食の安心や安全が求められる中、農業への関心も高まっており、男女ともの視点

を取り入れるために、関連する市の審議会に女性委員の積極的登用を図る必要

があります。 

 

● 「川西市参画と協働のまちづくり推進条例」に基づき自治会やコミュニティ、Ｎ

ＰＯ（21）などの役割はますます重要になっていますが、地縁団体（32）における女性

の会長などの割合は依然として低い状況にあります。このため、男女共同参画の

視点が反映されるように女性が自治会、コミュニティなどにおいて役員などにな

りやすい環境づくりを支援する必要があります。 

 

● 市職員の管理職（課長級以上）に占める女性の割合は、平成２８（2016）年４月

１日現在で１１．６％であり、増加傾向にあるものの、男性に比べてかなり低い

状況にあります。本市の人口の約半数は女性です。女性の意見を市政に反映させ

るため、管理職などへの女性の登用を進める必要があります。具体的には、女性

活躍推進法（２）及び次世代育成支援対策推進法（33）に基づく「川西市特定事業主行

動計画（34）」に定めた目標を達成する必要があります。 

 

 

【施策の方向】 

１． 審議会などへの女性の登用促進 

 

２． 自治会やコミュニティ、ＮＰＯなど各種団体における女性役員の登用促進 

 

３． 市女性職員・教員の職域拡大と管理職などへの登用推進 
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評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

６ 
審議会などへの女性委員の登用

率 

２６．９％ 

（Ｈ２９年４月１日） 
 ３０％ 経営改革課 

７ 
自治会長、コミュニティ会長に

占める女性の割合 

自治会長１３．３％ 

コミ会長１４．２％ 

自治会長２０％ 

コミ会長１５％ 
参画協働室 

８ 

市職員の管理職に占める女性の

割合（本プランにおける管理職

とは、課長職以上の職員） 

（川西市特定事業主行動計画） 

１１．６％ 
１２％ 

☆ H32.3 
職員課 

☆川西市特定事業主行動計画の計画期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までです。 

 
 

 

問 あなたは、どのようなときに男女の地位が平等になっていると思いますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ１７ 
   前回調査は平成２３年１１月実施 

 

26.5 

42.2 

8.2 

27.5 

25.2 

5.8 

17.0 

7.0 

15.7 

24.1 

47.9 

10.1 

25.7 

27.0 

5.3 

19.1 

5.1 

13.2 

0204060

(MA%)

前回調査 女性(N=599)

今回調査 女性(N=514)

42.8 

45.3 

15.4 

35.6 

48.8 

8.2 

35.8 

11.2 

6.7 

34.5 

45.0 

16.2 

36.5 

45.6 

14.0 

31.6 

11.1 

6.8 

0 20 40 60

家庭生活

学校生活

雇用の機会や職場での賃金・待遇

地域活動の場

法律や制度上

社会通念・習慣・しきたり

政治・経済活動への参加

社会全体

無回答

(MA%)

前回調査 男性(N=402)

今回調査 男性(N=351)
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 
備

考 

1 
審議会などへの

女性の登用促進 
18 

審議会などへの女性委員の登用方策とし

て公募制度の拡充やクォータ（割当）制

度の導入を検討するとともに、委員就任

の基準を「会長あて職」から「団体の推

薦する者」などにシフトします。 

経営改革課 

人権推進室 

関係所管 

継続 

2 

自治会、コミュ

ニティ、ＮＰＯ

など各種団体に

おける女性役員

の登用促進 

19 
自治会、コミュニティにおける方針決定の

場への女性の参画を促進します。 
参画協働室 

継続 

20 

ボランティア団体、ＮＰＯ（21）など各種団

体における方針決定の場への女性の参画を

促進します。 

参画協働室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

関係所管 

継続 

3 

市女性職員・教

員の職域拡大と

管理職などへの

登用推進 

21 

女性職員の職域拡大を図るとともに、管理

職への登用などは、男女の区別なく個人の

能力により処遇し、適材適所の登用を進め

ます。 

職員課 

関係所管 

継続 

22 
校長、教頭、指導主事など教員の管理職な

どへの女性の登用を積極的に図ります。 
教職員課 

継続 

23 

女性職員の活躍推進に向け、研修関係機関

などで開催される「管理職に必要なマネジ

メント能力等の向上のための研修」への参

加を支援します。 

職員課 

関係所管 

新規 
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問 あなたは、政治・経済・地域などの各分野で、女性の参加が進み、女性のリーダーが

増えるとどのような影響があると思いますか。（あてはまるものすべてに○） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ８６ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.1 

40.4 

51.5 

16.1 

67.2 

39.9 

27.2 

34.7 

6.0 

5.6 

14.2 

1.4 

2.1 

4.8 

4.0 

0 20 40 60 80

多様な視点が加わる事で新たな価値や商品
・サービスが創造される

人材・労働力の確保に繋がり社会全体に活
力を与えることができる

女性の声が反映されやすくなる

国際社会から好印象を得ることができる

男女を問わず優秀な人材が活躍できるよう
になる

男女を問わず仕事と家庭の両方を優先しや
すい社会になる

労働時間の短縮など働き方の見直しが進む

男性の家事・育児などへの参加が増える

今より仕事以外の事が優先され、業務に支
障を来すことが多くなる

男性のポストが減り、男性が活躍しづらく
なる

保育・介護等公的サービスの必要性が増し
家計や公的な負担が増える

その他

特にない

わからない

無回答

(MA%)

全体(N=878)
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基本課題４ 危機管理と国際的視点による男女共同参画の推進 

 
（現状と課題） 

● 社会のあらゆる分野で、男女共同参画社会の促進・実現が課題の焦点になってい

る今日、阪神・淡路大震災等の体験と教訓を踏まえ、国の「防災基本計画」が見

直されるとともに、「男女共同参画基本計画」に「防災分野」が追加されました。

平成２９年の「防災基本計画」には、「地域における生活者の多様な視点を反映

した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、地方防災会議の委員

への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や

高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入

れた防災体制を確立する必要がある」と明記されています。 

 

● 本市も、災害復興を含む防災及び減災の分野において、男女共同参画の視点を取

り入れた災害対策を推進する必要があります。具体的には、防災会議における女

性委員の割合を増やし、地域防災計画や災害に関する各種対応マニュアルに男

女共同参画の視点を取り入れるほか、女性も地域防災の担い手となるよう啓発

活動を進める必要があります。    

 

●  男女共同参画の取組は、国連をはじめとする国際的な女性の地位向上に係る動  

きと連動して行われています。女子差別撤廃条約（７）や女性に対する暴力の撤廃 

に関する宣言など、男女共同参画に関する国際的な取組についての情報や学習 

の機会を提供する必要があります。 

 

● 市内には多くの外国人が暮らしていますが、就業や就学、住居などの問題をは

じめ、言葉、文化、生活習慣の違いから、職場や学校、地域において孤立してい

る可能性があります。特に、外国人女性は、ＤＶ（23）被害などの事態に直面した

際、相談機関が容易に分からないなど、困難な状況に置かれる場合があること

から、市内在住の外国人に対しても男女共同参画に関する情報を積極的に提供

する必要があります。 

 

【施策の方向】 

１． 防災・災害復興における男女共同参画の推進 

 

２． 国際的視点による男女共同参画の推進 
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評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

９ 防災会議における女性委員の割合 ９．８％ ３０％    危機管理室 

10 女性消防団員の実員数 １９人    ３０人 
消防本部 

総務課 

 

 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 備考 

1 

防災・災害復興に

おける男女共同参

画の推進 

24 

防災会議の定数を増やし、女性委員を増

やすとともに、地域防災計画や各種災害

対応マニュアルに男女共同参画の視点を

取り入れます。 

危機管理室 

関係所管 

継続 

25 

地域での防災事業・各種イベントなどに

おいて防火・防災の普及啓発活動や救命

講習の指導などを行う女性消防団員を増

やすため、女性の入団を促進します。 

消防本部総務課 

継続 

2 

国際的視点による

男女共同参画の推

進 

26 

女子差別撤廃条約（７）や女性に対する暴

力の撤廃に関する宣言など、男女共同参

画に関する国際的な取組について学習す

る機会を提供します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

27 
市内在住の外国人に対して、男女共同参

画に関する情報提供を行います。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

文化・観光・スポーツ課 

継続 

 
問 あなたは、防災・災害対策において、性別に配慮した対応で必要だと思うものはあり

ますか。（あてはまるものすべてに○）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ８４ 
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避難所運営に男女共参画し被災者対応に
男女両方の視点が入ること

災害時の救援医療体制（乳幼児、
高齢者等のサポート体制）

公的施設の備蓄品のニーズ把握、
災害時に支給する際の配慮

被災者に対する相談体制

自治会等地域の防災訓練に男女共参画し
男女両方の視点が入ること

防災に関する会議に女性委員の割合を
増やすこと

その他

無回答

(MA%)

女性(N=514) 男性(N=351)
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基本目標Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 
急激な人口減少と高齢化が進む中、男女ともに働く意欲を持つ人が就業参加でき

るようにするとともに、その人のライフスタイルにあった働き方をすることで、子育

てや介護、ボランティア活動や地域社会などに参画できるようにすることが非常に

重要です。 

平成２７（2015）年９月に施行された「女性活躍推進法（2）」でも「必要な環境整備

により、職業生活と家庭生活の円滑かつ継続的な両立を可能にすること」を基本原則

としており、仕事と生活の調和の積極的な推進を図ることとしています。 

しかし、平成２８（2016）年８月に本市が実施した「男女共同参画に関する市民意

識調査」の結果を見ると、女性が結婚や出産を機に労働市場から退出する状況は解消

されていません。また、「ワーク・ライフ・バランス（22）という言葉を知っていますか」

という質問に対しては、４３．４％の人が「名前も内容も知らない」と答えています。

このほか、「現在の女性は働きやすい状況にあるかについて」の質問に対しては、男

女とも「そう思わない」が最も多く、女性は６０．５％、男性は４４．７％で、女性

の方が１５．８ポイント高くなっています。 

さらに近年では、男性だけではなく、女性も長時間労働が恒常化し、過労死や自殺

に追い込まれるケースが後を絶ちません。 

これらの背景を踏まえ、本市においても、男女がともに暮らしやすい、持続可能な

社会の実現に向けて、働く場における男女平等の実現や多様な働き方が可能になる

よう環境を整備し、その充実を図ります。また、多様なライフスタイルやニーズに対

応できる、子育てや介護を支える環境づくりに取り組みます。 

 

 

基本課題５ 働く場における男女共同参画の促進 

 

基本課題６ 男女ともに築くワーク・ライフ・バランスの推進 
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基本課題５ 働く場における男女共同参画の促進 

 
（現状と課題） 

● 近年、雇用などの分野における男女の均等な機会と待遇については、制度面では

性差の解消が図られてきました。しかし、依然として募集や採用、賃金、昇進、

雇用などのさまざまな面で女性労働者が不利益や差別を受けている実態がある

ことから、引き続き女性の就業機会の拡充や環境の改善が必要です。 

 

● 特に小規模な事業所や農業、自営業など家族的経営の労働現場については、事業

活動と家庭生活との区分があいまいで、労働時間や休日などの就業条件や収益

の分配などが不明確になりがちです。そのため、あらゆる労働現場で働く女性が、

男女不平等に関する相談ができるよう相談体制を充実する必要があります。 

 

● これまで女性が少なかった職種に意欲や適性に応じて女性を配置するなど女性

の能力を活用する必要があります。市も国や県が実施しているワーク・ライフ・

バランスに係る企業認定制度・表彰制度などのＰＲを積極的に行い、応募・表彰

される事業者を増やすとともに、それら優良企業の情報を市民などへ発信する

ことによりワーク・ライフ・バランス（22）推進の意識を高める必要があります。 

 

● 本市の女性の年齢別就業率をみると、３０歳～３９歳で最も低下するＭ字カー

ブ（35）を描いており、結婚・出産・育児などにより退職する女性が多いことがう

かがえます。就労する女性が結婚・出産・育児を経ても働き続けることができる

ように、企業への啓発や保育体制の整備などを強化する必要があります。 

 

● 結婚や出産などを機に一旦退職した女性が、再就職を希望した際に就業などへ

の道が開かれるよう、女性の職業能力の開発・向上の機会の充実を図るとともに、

女性の就業機会を確保するための就業支援を進める必要があります。 

 

● 長引く不況の中で、若年失業者や非正規労働者が増加するなど、将来を担う若者

が社会的に自立することが難しくなっています。また、就職活動に失敗した若者

が精神的に不安定となり自殺する例もあります。求職者に対して、就職の可能性

を高めるための実践的なセミナーを実施するなど、市としての支援方策などに

ついて検討する必要があります。 

 

● 市内事業者に対して、川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター（36）への加 

入を勧め、年２回の健康診断の機会が得られることなどを積極的にＰＲする必 
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要があります。 

 

● 農家や商工業で働く女性の組織については、兵庫六甲ＪＡ川西女性会、川西市商

工会女性部があることから、これらの組織などを活用し、男女共同参画に関する

情報提供を行う必要があります。 

 

● 共働き世帯の女性については、家の外では男性と同じように働き、家に帰れば家

事・育児・介護を背負い込むという二重労働の問題も指摘されていることから、

女性だけが家事などを担うことの不合理について周知し、女性の二重労働を改

善する必要があります。 

 

 

【施策の方向】 

 

１． 働く場における男女の均等な機会と待遇改善への取組の推進 

 

２． 女性の職業能力の開発と就業促進 

 

３． あらゆる労働現場での男女不平等に対応できる相談体制の充実 

 

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

11 

市が国や県が実施しているワーク・

ライフ・バランス（22）に係る企業認

定制度・表彰制度などをＰＲした延

べ件数 

  ０件 
２０件 

（H30～34年度） 

産業振興課 

人権推進室 

12 
３０歳～３９歳の女性の就業率 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 
６０．３％ 

６５％ 

※（H33年度） 
人権推進室 

13 

雇用機会や職場での賃金・待遇の面

で男女の地位が平等になっていると

感じている人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性 １０．１％ 

男性 １６．２％ 

女性 ２０％ 

 男性 ２０％ 

※（H33年度） 

人権推進室 

14 女性の消防職員の数   ４人  ６人 消防本部総務課 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度に 

実施する予定です。 
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 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 備考 

1 

働く場における男

女の均等な機会と

待遇改善への取組

の推進 

28 

男女雇用機会均等法（37）、労働基準法、 

パートタイム労働法（38）など労働関係法

令の趣旨・内容を周知するとともに、固

定的な性別役割分担に基づく意識や女性

の二重労働の解消に向けた啓発を行いま

す。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

産業振興課 

継続 

29  

市職員の募集･採用は､男女平等の観点か

ら実施します｡なお､消防職･保育士など

男女比率に一定の傾向がある職種につい

ても是正の観点から応募者増に努めま

す｡ 

職員課 

関係所管 

継続 

30 

性別に関わらず、職員の職域・職務の拡

大を図り、計画的な人材育成に努めま

す。 

職員課 

関係所管 

継続 

31 

国や県が実施しているワーク・ライフ・

バランス（22）に係る企業認定制度・表彰

制度などをＰＲします。 

人権推進室 

産業振興課 

新規 

32 

中小企業の事業主に対し、川西市中小企

業勤労者福祉サービスセンターへの加入

を勧めます。 

産業振興課 

継続 

33 
農家や商工業で働く女性に対し、男女共

同参画に関する情報提供を行います。 
産業振興課 

継続 

2 
女性の職業能力の

開発と就業促進 

34 

再就職・起業講座の開催や、キャリア・

カウンセリングの実施、「女性チャレン

ジひろば（14）」の開設などにより、女性 

の職業能力を高めます。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

産業振興課 

継続 

 

35 

川西しごと・サポートセンター（39）にお 

ける女性の就業促進をはじめ、就職支援

セミナーや合同就職面接会を開催しま

す。 

産業振興課 

継続 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 備考 

2 
女性の職業能力の

開発と就業促進 

36 

女性就労支援講座の開催や各種給付金制

度の活用などにより、ひとり親家庭の母

に対する就労支援を行います。 

子育て・家庭支援課 

継続 

37 
起業に関する相談機関の紹介や、起業家

への融資あっせん制度を周知します。 
産業振興課 

継続 

3 

あらゆる労働現場

での男女不平等に

対応できる相談体

制の充実 

38 

賃金・解雇・労働災害・雇用保険などに

関する「労働相談」や「法律相談」を実

施します。 

産業振興課 

生活相談課 

継続 

39 
国や県などの関係機関と連携し、雇用や

労働に関する情報提供を行います。 
産業振興課 

継続 

 
 
 
問 「あなたは、現在、収入をともなう仕事についていますか。」 

【女性の就労状況（経年比較）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ１４ 
 前回調査は平成２３年１１月実施 

       ※この折れ線グラフの曲線は、Ｍ字カーブ（35）と呼ばれています。 
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基本課題６ 男女ともに築くワーク・ライフ・バランスの推進 

（現状と課題） 

● 仕事と生活の調和を求める市民は多いものの、ワーク・ライフ・バランス（22）と

いう言葉の認知度は依然低い状態にあることから、ワーク・ライフ・バランス

が事業所・地域の活性化、生活の充実、一人ひとりの夢や希望の実現につなが

ることを積極的に啓発していくことが課題です。 

 

● 特に、男性も女性も長時間労働が恒常化し、過労死や自殺に追い込まれるケー

スが後を絶たないことから、男女ともに仕事の顔だけではなく、家庭の顔、地

域の顔、趣味の顔などさまざまな顔が持てるように、働き方の見直しに関する

情報発信を積極的に行う必要があります。 

 

● 人口減少社会の中で、事業所にとっても優秀な人材の確保は重要な課題です。

時間外労働の削減や育児休業の取得などに積極的な事業所は、働く側にとって

も魅力があり、就職希望者が増える傾向にあります。また、従業員自身が限ら

れた時間の中で効率的に仕事をすることを意識するようになり、生産性が向上

し、経営の改善につながっています。組織の発展にとっても働き方の見直しが

必要なことを周知徹底する必要があります。 

 

● 「川西市子ども・子育て計画（40）」に基づき、地域社会の中でお互いに協力して

子どもを育てる環境・制度の整備や子育て支援策の充実を図る必要があります。 

 

● 待機児童解消に向けた取組を進めてきましたが、就労女性が急激に増加し、そ

の解消には至っていないことから、認可保育所や認定こども園のほか、地域型

保育事業の導入などの取組を強化する必要があります。 

 

● 「川西市高齢者保健福祉計画 第７期介護保険事業計画」に基づき、地域全体

で介護を支える意識づくりや環境づくりが必要です。 

 

● 本市では、市役所内の関係各課で構成する川西市男女共同参画推進本部幹事会 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進部会」を設置し、職員 
研修会等を実施してきましたが、その成果は十分とは言えない状況です。市役 

所が地域のモデル職場となるように、そしてすべての職員が仕事と家庭生活を 

充実させ、市政の運営にその能力を十分に生かせるように、女性活躍推進法（２） 

及び次世代育成支援対策推進法（31）に基づく「川西市特定事業主行動計画（32）」に 

沿って、とりわけ男性職員の出産・育児に関する休暇・休業の取得促進、超過勤 
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務の縮減、年次休暇取得の促進などに取り組むとともに、効率的かつ効果的な業 

務執行を行うなど、ワーク・ライフ・バランス（22）を積極的に推進する必要があ 

ります。 

 

 

【施策の方向】 

１． 一人ひとりの働き方の見直しの促進 

 

２． 事業所に対する啓発の推進 

 

３． 子育て・介護支援体制の整備 

 

４． 庁内ワーク・ライフ・バランスの率先行動の推進 

  

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目標（Ｈ３４） 担当課 

15 

ワーク・ライフ・バランスという 

言葉も内容も知っている人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

１８．７％ 
４０％  

 ※（H33年度） 
人権推進室 

16 

育児・介護休業法をよく知ってい 

る人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

１９．６％ 
４０％ 

※（H33年度） 

人権推進室 

産業振興課 

17 保育所待機児童数 ３２人  ０人 こども育成課 

18 

庁内の男性職員の育児休業の取得

率 

（川西市特定事業主行動計画） 

０％ 
 ６％ 

☆ H32.3 
職員課 

19 

出産補助休暇及び育児参加休暇の

合計５日以上の取得率 

（川西市特定事業主行動計画） 

１６．７％ 
５０％ 

☆ H32.3 
職員課 

20 
庁内のワーク・ライフ・バランス 

研修受講者の延べ人数 
４４人 

２００人 

（H30～34年度） 

職員課 

人権推進室 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度に実施する予定です。 

☆川西市特定事業主行動計画の計画期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までです。 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 備考 

1 
一人ひとりの働き

方の見直しの促進 
40 

広報かわにし「男女共同参画特集」や男

女共同参画センター情報紙、チラシの設

置などにより、ワーク・ライフ・バラン

ス（22）の必要性・実践方法や、育児・介

護休業法の趣旨・内容などを周知しま

す。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

子育て・家庭支援課 

こども育成課 

長寿・介護保険課 

継続 

2 
事業所に対する啓

発の推進 
41 

かわにし労政ニュースや市ホームペー

ジ、チラシの設置などにより、ワーク・

ライフ・バランスの必要性・実践方法

や、育児・介護休業法の趣旨・内容など

を周知します。 

産業振興課 

継続 

3 
子育て・介護支援 

体制の整備 

42 

子育て中の男女が講座受講などさまざま

な活動に参加できるよう保育体制の整備

に努めます。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

子育て・家庭支援課 

福祉政策課 

関係所管 

継続 

 

43 
保育ボランティアを養成し、保育ボラン

ティアグループへの支援を行います。 

福祉政策課 

関係所管 

継続 

44 

学校、幼稚園、保育所、認定こども園、

総合センターを子育て中の親子に開放す

るなど、施設の有効利用を図り、子育て

支援を行います。 

総合センター 

こども育成課 

関係所管 

継続 

45 

子育てサークルのネットワーク化を図

り、子育てに関する情報や活動場所を提

供します。 

子育て・家庭支援課 

健幸政策室 

関係所管 

継続 

 

46 

市内の施設に設置している「プレイルー

ム」に、子育て支援相談員、保育士を配

置し、子育て相談などを実施します。 

子育て・家庭支援課 

こども育成課 

継続 

47 
留守家庭児童育成クラブ（41）の内容を

充実します。 
地域こども支援課 

継続 

48 

子育て世帯を地域で支え合うファミリ

ーサポートセンター（42）を充実しま

す。 

子育て・家庭支援課 

継続 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 備考 

3 
子育て・介護支援

体制の整備 

49 

新規に開設する市立認定こども園にお

いて生後５７日からの産休明け保育を

実施します。 

こども育成課 

継続 

50 

入所待機児童の多い３歳未満児につい

て、受入人数の弾力的運用を図り、拡

大します。 

こども育成課 

継続 

51 

新規に開設する市立認定こども園にお

いて、午後８時までの延長保育を実施

し、民間保育所などで休日保育を実施

します。 

こども育成課 

継続 

52 

病児、病後児保育を実施し、子育てと

就労の支援をするとともに、児童の健

全な育成を図ります。 

こども育成課 

拡充 

53 

川西市地域保育園をはじめ、市内の認

可外保育施設が地域型保育事業や認可

保育所等へ移行する際に必要な支援を

行います。 

こども育成課 

継続 

54 

介護の負担が特に女性に集中すること

がないように、意識啓発を図ります。

また、男女を問わず、介護関係講座に

積極的に参加していただけるよう呼び

かけます。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

長寿・介護保険課 

継続 

55 

「高齢者保健福祉計画」及び「介護保

険事業計画」の見直しにあたっては、

介護負担が女性に偏っていることを是

正するための対応策などを盛り込むよ

う努めます。 

長寿・介護保険課 

継続 

4 

庁内ワーク・ライ

フ・バランスの率

先行動の推進 

56 

ワーク・ライフ・バランス（22）の必要

性やその実践方法などに関する職員研

修を実施します。 

職員課 

人権推進室 

継続 
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問 あなたは「仕事と生活の調和」すなわち「ワーク・ライフ・バランス」 

という言葉を知っていますか。（あてはまるもの１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図７：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ５２ 
   前回調査は平成２３年１１月実施 

 

 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 備考 

4 

庁内ワーク・ライ

フ・バランスの率

先行動の推進 

57 

育児・介護休業を取得しやすい職場づ

くりなど、ワーク・ライフ・バランス

（22）を推進するための環境整備に努め

ます。 

職員課 

ほか全ての部署 

継続 

58 

子育てをしようとする職員や、家庭と

の両立を図りながら仕事でのキャリア

を形成しようとする職員のために、子

育て・キャリアアドバイザーの募集を

検討します。 

職員課 

新規 

59 

臨時職員及び嘱託職員についても、そ

れぞれの休暇制度等の勤務条件を見直

し、仕事と家庭の両立が図れるよう環

境を整備します。 

職員課 

ほか全ての部署 

新規 

 
 
 
 
 
 
 

14.6 

18.7 

25.5 

27.8 

51.1 

43.4 

6.3 

7.7 

2.4 

2.4 

前回調査 全体
(N=1,027)

今回調査 全体
(N=878)

(%)
0 20 40 60 80 100

名前も内容も知っている

名前は聞いたことがあるが、内容までは知らない

名前も内容も知らない

わからない

無回答
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問 あなたは、政治・経済・地域などの各分野で女性のリーダーを増やすときに障がいと 

なるものは何だと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 問 あなたの希望に最も近いものはどれですか。（あてはまるもの１つに○） 

 

図８：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ５４ 
   前回調査は平成２３年１１月実施 

図９：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ８５ 
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基本目標Ⅳ あらゆる人が安全で安心して暮らせる環境づくり 

 
男女が互いの身体的性差を十分に理解しあい、人権を尊重しつつ、相手に対する思

いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の実現に向けて重要です。 

女性の場合、妊娠や出産をする可能性があり、男性とは異なった身体上の特徴があ

ることに男女とも留意する必要があります。同時に、性交渉の低年齢化に伴う予期せ

ぬ、あるいは望まない妊娠・出産は、受診の遅れなどにつながり、母体に悪影響を及

ぼすだけでなく、子どもの病気、障がい、事故、虐待、さらには離婚による母子の貧

困など、さまざまな問題に発展する可能性があります。そのため、性と生殖に関する

健康の増進と権利の擁護（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）（43）の視点に加え、

貧困予防の視点を持った性教育が不可欠です。 
また、社会経済情勢の変化に伴い、ＨＩＶ／エイズ（44）や性感染症（45）、アルコール

依存症、薬物の乱用、喫煙など、健康を脅かす問題も表面化しています。 

このため、出産の有無や年齢にかかわらず、すべての女性の生涯を通じた健康支援

のための総合的な取組を進めます。 

一方、兵庫県における平成２８（2016）年の自殺者数は９４１人で、ここ数年減少

傾向にありますが、その７割を男性が占めていることから、男性に対する心の健康や

うつ対策にも取り組む必要があります。 

また、性犯罪や売買春、ストーカー行為、高齢者虐待など女性、子ども、高齢者の

人権を侵害する問題も顕在化してきています。暴力は重大な人権侵害であることの

認識を広め、年齢を問わず男女が人権感覚を高めることで、あらゆる人に対する暴力

を許さない環境づくりに努めます。 

 

 

基本課題７． 性と生殖に関する健康の増進と権利の擁護 

 

基本課題８． ライフステージ（46）に応じた健康づくりの支援 

 

基本課題９． さまざまな暴力の根絶 
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基本課題７ 性と生殖に関する健康の増進と権利の擁護 

 
（現状と課題） 
● 「性と生殖に関する健康の増進と権利の擁護（43）」という国際的な考え方を広く

浸透させ、女性の生涯にわたる健康づくりを進めることが課題です。 
 

● 女性が安心・安全な出産ができるよう母体保護法の周知や母子保健の充実に努

める必要があります。 
 

● 少子化に伴い産科医・小児科医が減少していることから、安心して産み育てら

れる環境の整備として、阪神北地域での小児救急の充実と情報提供システムの

整備、産科診療体制の整備などを行う必要があります。 
 

● 川西市の事業所は小規模なものが多数を占めており、健康や福祉のケアが行き

届いていないケースもあります。市は労働時間、労働条件及び社会保険などに

ついての正確な情報提供と啓発に努める必要があります。 
 
● 特に、近年は、インターネットの普及により、性犯罪に結びつく違法・有害な情

報の発信と受信が容易になっていることから、児童生徒が生命尊重・人間尊重・

男女平等の精神に基づく異性観と、自ら考え判断する意思決定の能力を身につ

け、望ましい行動を取れるようにするため、学校教育における性教育を充実さ

せる必要があります。 
 
 
【施策の方向】 

１． 性と生殖に関する健康と権利についての正しい知識の普及促進 
 

２． 母体保護と母子保健の充実 
 

３． 安心して産み育てられる環境の整備 
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評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

21 

妊娠から出産、産後の保健・医療サ 

ービスについて満足している母親の

割合    （アンケート調査） 

８６．１ ％ ８７％ 健幸政策室 

22 

家族に中学生以下の子どもがいる市

民のうち「子育てがしやすいまちだ

と思う」市民の割合 （市民実感調査） 

４９．６％     ６７％ 
こども・若者 

政策課 

 
 
 
問 ユネスコによる「性教育国際ガイドライン」では、人間関係、人間の発達、性行動な

ど６つの重要概念を学習目標として示し、子どもの発達段階に応じて教育することを

提唱しています。あなたは性教育についてどのように思われますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１０：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ８１ 
    前回調査は平成２３年１１月実施 
 

56.8 

1.8 

62.4 

67.3 

1.0 

33.9 

18.7 

5.0 

2.7 

2.2 

48.2 

2.9 

62.1 

63.4 

1.0 

20.2 

12.3 

4.3 

1.9 

4.3 

020406080

(MA%)

前回調査 女性(N=599)
今回調査 女性(N=514)

60.4 

2.7 

62.4 

67.2 

1.2 

31.1 

20.6 

6.0 

1.7 

2.7 

48.1 

4.3 

51.6 

57.5 

3.1 

16.8 

14.2 

13.1 

2.6 

2.0 

0 20 40 60 80

間違った性情報が氾濫しているので、
早い時期に行った方がいい

性教育は早く行う程子どもに悪影響を
及ぼすので行わない方がよい

家庭で家族が子どもの成長に応じて
必要な事を教えていくのがよい

学校で教師が子どもの成長に応じて
必要な事を教えていくのがよい

学校では教えない方がよい

保健所や保健センターなどが、
積極的に教えていくのがよい

国や自治体などの公共団体が積極的に
講座等を開き教えるのがよい

思春期では性への興味は自然な事
なので、あえて教える必要はない

その他

無回答

(MA%)

前回調査 男性(N=402)
今回調査 男性(N=351)
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策  担 当 課 
備

考 

1 

性と生殖に関する

健康と権利につい

ての正しい知識の

普及促進 

60 

広報かわにし「男女共同参画特集」や男

女共同参画センター情報紙の発行、講座

の開催などにより、性と生殖に関する健

康と権利（43）についての正しい知識を普

及します。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

健幸政策室 

継続 

61 
小・中学校、特別支援学校における性教

育の充実を図ります。 
学校指導課 

継続 

2 
母体保護と母子保

健の充実 
62 

母体保護や母子保健の観点から母性につ

いての相談や正しい知識の普及啓発を進

めます。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

健幸政策室 

継続 

3 
安心して産み育て

られる環境の整備 

63 乳幼児等医療費助成制度を実施します。 医療助成・年金課 

継続 

64 

阪神北地域での小児救急の充実と情報提

供システムの整備、産科診療体制の整備

を行います。 

健幸政策室 

市立川西病院 

関係所管 

継続 

 

65 

社会生活環境の変化などに伴う疾病構造

の変化に対応した各種健（検）診を実施

します。 

健幸政策室 

継続 

66 

「川西市子ども・子育て計画（40）」を引

き続き推進するとともに、計画の改定に

向けた取組を進めていきます。 

こども・若者政策課 

継続 

67 
市営住宅の募集に際し、母子家庭などの

優先枠の確保に努めます。 
住宅政策室 

継続 
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基本課題８ ライフステージに応じた健康づくりの支援 

 
（現状と課題） 
● 思春期や妊娠・出産期、更年期、高齢期など、女性のライフステージ（46）に対応

した適切な健康の保持・増進が図れるよう健康診断や保健指導、健康相談などの

一層の推進に努める必要があります。 
 
● 一方、男性では、悩みを誰にも相談しない人が女性より多いなど、精神面で孤立

しやすい傾向がみられるため、単身の高齢男性や不安定な雇用状態にある若年

男性に対しては、相談体制の充実や社会への参画を促す取組が必要です。 
 
● ライフステージに応じたスポーツ活動を推進するため、女性も男性も、それぞれ

の体力や年齢、技術、目的に応じて、いつでも、どこでも、安全にスポーツに親

しむことができる環境の整備に努める必要があります。 
 
● 日本はHIV/エイズ（44）や性感染症（45）が先進国で唯一増加しています。特に若い

世代で著しいことから、学校、地域の集まりなどでその危険を周知する必要があ

ります。 
 
【施策の方向】 

１．女性・男性の更年期（47）、ストレス、自殺防止に関する情報提供 
 
２．青少年への薬物乱用防止、性感染症予防対策の推進 
 
３．スポーツ活動と健康診断などによる健康の保持・増進 
 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

23 川西市の自殺者数 １３人  減少 
福祉政策課 

関係所管 

24 
市内の医療環境に満足している市民

の割合  （市民実感調査） 
４７．８％  ６０％ 健幸政策室 

25 
小規模事業所（５０人未満）対象健 

康診断受診者数 
３０９人 ４００人 産業振興課 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

女性・男性の更年

期、ストレス、自 

殺防止に関する情

報提供 

68 

男女共同参画センター情報紙の発行、講

座の開催などにより、女性・男性の更年

期（47）、ストレス、自殺防止に関する情

報を提供します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

福祉政策課 

障害福祉課 

健幸政策室 

継続 

69 
精神的な悩みなどに関する相談を充実し

ます。 
障害福祉課 

継続 

2 

青少年への薬物乱

用防止、性感染症 

予防対策の推進 

70 

県健康福祉事務所などと連携し、薬物乱

用防止、ＨＩＶ/エイズ（44）や性感染症

（45）予防の必要性について啓発します。 

健幸政策室 

学校指導課 

市立川西病院 

継続 

3 

スポーツ活動と健

康診断などによる

健康の保持・増進 

71 

スポーツクラブ２１ひょうごに対する支

援や、レクリエーションスポーツ大会の

開催など、生涯スポーツの推進とサポー

ト体制の充実に努めます。 

文化・観光・スポーツ

課 

継続 

72 

身近な地域で運動を実践・継続できるよ

う、市内運動施設などの情報集約を行

い、目的に応じた施設や事業の案内に努

めます。 

健幸政策室 

文化・観光・スポーツ

課 

継続 

73 

ライフステージ（46）に対応した女性の適

切な健康の保持、増進が図れるよう、健

康診査や保健指導、各種相談を充実しま

す。 

健幸政策室 

継続 

74 

女性に限らず、生涯を通じた健康の保

持・増進のため､各種健（検）診の受診 

機会を提供します｡ 

健幸政策室 

継続 

75 
中小企業のパートを含む労働者に対し、

健康診断などの受診機会を提供します。 
産業振興課 

継続 
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基本課題９ さまざまな暴力の根絶 

 
（現状と課題） 

● ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント（48）やパワー・ハラスメント（49）、

スクール・ハラスメント（50）、アカデミック・ハラスメント（51）などがあります。

近年では、マタニティ・ハラスメント（52）、パタニティ・ハラスメント（53）も問題

となっています。これらは、当事者の基本的人権を深く傷つける人権侵害であり、

男女共同参画社会の実現を妨げる大きな要因です。特に女性が被害者となる場

合が多いため、女性が個人として尊重され、人権侵害と性差別のない職場づくり、

学習・環境づくり、地域づくりが重要な課題となっています。 

 

● 女性への暴力が起こる背景には、女性を男性の従属者としてみる支配構造、女性

の性をモノとしてみる「性の商品化（31）」があります。また、性犯罪は公然と行

われることは少ないため、実態把握がむずかしく、「女性に対するさまざまな暴

力の根絶」という目標の達成は困難を極めますが、性犯罪・ストーカー行為の防

止、売買春の禁止に関する情報提供・啓発を行う必要があります。 

 

● 平成１８（2006）年４月には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律（高齢者虐待防止法）（54）」及び平成２４年１０月には「障害者

虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）

（55）」が施行されています。各地で高齢者への虐待、財産の不当な処分などが問

題になっていることから、家庭介護者への啓発や施設職員の研修を推進し、関連

機関との連携を図る必要があります。 

 

● 子どもの虐待が深刻な社会問題となっています。「すべての児童は心身ともに健

やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される」と児童憲章に謳われているよ

うに、すべての子どもが虐待を受けずに健やかに成長できる社会の実現が課題

です。このため、児童虐待に関する講座の開催や川西市要保護児童対策協議会を

通じて、児童虐待の早期発見・早期対応を図る必要があります。 

 

  



 
- 44 -

【施策の方向】 

１．各種ハラスメント防止対策の推進 

 

２．ストーカー行為・性犯罪の防止、売買春の禁止 

 

３．高齢者虐待・障がい者虐待・児童虐待の防止 

 

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目標（Ｈ３４） 担当課 

26 

セクシュアル・ハラスメント（48）にあ

った人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：１６．３％

男性：  ２．０％ 

０％ 

※（H33年度） 
人権推進室 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度 

に実施する予定です。 

 

問 あなたやあなたのまわりの方がセクシュアル・ハラスメントの被害にあわれたとき、

あなたはどのような対応をしましたか。（あてはまるものすべてに○） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１１：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ６５ 
    前回調査は平成２３年１１月実施 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

各種ハラスメン

ト防止対策の推

進 

76 

セクシュアル・ハラスメント（48）、パ 

ワー・ハラスメント（49）などの防止の

啓発・学習を推進します。 

職員課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

産業振興課 

人権推進室 

関係所管 

継続 

77 

セクシュアル・ハラスメント、パワ

ー・ハラスメントなどの相談体制を充

実します。 

職員課 

生活相談課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

産業振興課 

人権推進室 

継続 

2 

ストーカー行

為・性犯罪の防

止、売買春の禁

止 

78 

ストーカー行為・性犯罪の防止、売買 

春の禁止に関する情報提供と啓発を行

います。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

人権推進室 

継続 

3 

高齢者虐待・障

がい者虐待・児

童虐待の防止 

79 

高齢者虐待防止法（54）を周知するとと

もに、高齢者虐待に関する相談体制の

充実と関係機関のネットワークを強化

します。 

長寿・介護保険課 

長寿・介護保険課（地

域包括支援センター） 

継続 

80 

障害者虐待防止法（55）を周知するとと

もに、障がい者虐待に関する相談体制

と自立支援の充実を図ります。 

障害福祉課 

継続 

81 

児童虐待防止法（56）を周知するととも

に、児童虐待に関する相談体制と関係

機関のネットワークを強化します。 

子育て・家庭支援課 

継続 
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基本目標Ⅴ 配偶者等からのあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶 

～川西市配偶者等からの暴力対策基本計画～ 

 
 配偶者やパートナーからの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、

すべての人が個人として、性別にとらわれず、自分らしくいきいきとした生活を送る

ことができる男女共同参画社会の実現の妨げになっています。 

 市民意識調査の結果をみると、ＤＶ（23）を受けたことのある女性は９．５％で、前

回の調査（平成２３年実施）と同じ数字となっていますが、３０代の女性は１０．５％

から１７．５％に増加しています。また、ＤＶを受けた女性の６３．３％が誰にも相

談しなかったと回答していることから、潜在的な被害者の多さがうかがえます。 

本市では、かねてより、市広報誌・男女共同参画センター情報紙の発行や、講座な

どの開催による意識啓発の推進、女性のための相談の開設、川西市ＤＶ防止ネットワ

ーク会議の設置などに取り組むとともに、関係機関との連携を図ってきました。 

平成２５（2013）年には、平成１９（2007）年に改正された「ＤＶ防止法（12）」に

基づき、「第３次川西市男女共同参画プラン－男女の自律と平等をめざして－」基本

目標５「配偶者等からのあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶～川西市配偶者等からの暴力対

策基本計画～」を策定するとともに、平成２８（2016）年には「川西市配偶者暴力相

談支援センター（57）」を開設しました。 

ＤＶの根絶には、予防と早期発見・早期対応が重要です。しかし、ＤＶを受けても、

一人で悩みを抱え込み、相談窓口が十分に活用されていない状況もあります。市民に

最も身近な行政機関として、配偶者暴力相談支援センターの周知を徹底し、ＤＶ被害

者の視点に立ったきめ細やかで包括的な支援を行うとともに、ＤＶを許さない意識

の醸成を図ります。 

 

 

基本課題１０．ＤＶ防止に向けた啓発・教育の徹底  

   

基本課題１１．相談体制の充実 

 

基本課題１２．被害者の安全確保  

 

基本課題１３．被害者の自立支援 

 

基本課題１４．推進体制の強化 
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基本課題１０ ＤＶ防止に向けた啓発・教育の徹底 

 
（現状と課題） 

●市民意識調査の結果をみると、セクシュアル・ハラスメント（48）やＤＶ（23）は男女互 

いの性に対する人権侵害だと思う人の割合は、女性で９０．５％、男性で８９．５％ 

となっています。しかし、９．５％の女性が、３０歳代では１７．５％の女性がＤ 

Ｖ被害を受けています。また、前回調査と比較すると、「殴ったり、蹴ったり、平 

手で打つなどをする」が６．１ポイント増加しています。このような状況を改善し、 

暴力は個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害であることを市民共有の認識とする 

必要があります。このため、一人ひとりが人権意識を高め、ＤＶについての理解を 

深められるように、市民（家庭・地域社会）や事業者への啓発が課題です。 

 

●市民意識調査によると「デートＤＶの内容をある程度まで知っている」と答えた人

の割合は、女性が２７．６％、男性が１８．８％で、１０代では、女性が４０％、

男性が３３．４％となっています。若年層がデートＤＶや、将来、ＤＶの被害者・

加害者とならないためにも、女性も男性も互いに相手を尊重し対等な関係を築く

ことができ、自尊感情を高めることができるよう、教育委員会やＰＴＡとも連携を

図りながら、学校などでの教育や啓発に取り組む必要があります。 

 

【施策の方向】 

１． 市民（家庭・地域社会）への啓発の推進 

 

２． 事業者への啓発の推進 

                        

３． 学校などでの啓発・教育の推進 

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

27 

セクシュアル・ハラスメントやＤＶ

は、人権侵害だと思う人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：９０．５％ 

男性：８９．５％ 

女性：１００％  

男性：１００％ 

※（H33年度） 

子育て・家庭支援課 

28 
ＤＶやデートＤＶに関する講座開催

など啓発活動の延べ回数 
   ４回   

 ２０回 

（H30～34年度） 

子育て・家庭支援課 

人権推進室(男女共

同参画センター 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度に実施する予定です。 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

市民（家庭・地域

社会）への啓発の

推進 

82 

市の広報誌やホームページ、男女共同参

画センター情報紙、パンフレットなどを

利用し、ＤＶ（23）・デートＤＶは個人の

人権を踏みにじる重大な人権侵害である

ことを啓発します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

人権推進室 

継続 

83 

民生委員・児童委員、医療関係者、校区

人権啓発推進委員会委員、地域住民など

を対象に、ＤＶ・デートＤＶに関する研

修会を実施します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

人権推進室 

福祉政策課 

市立川西病院 

継続 

2 
事業者への啓発の

推進 
84 

事業者に対してＤＶ被害者の支援方法な

どについて情報提供します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

3 
学校などでの啓

発・教育の推進 

85 

中学生や高校生に対し、デートＤＶに関

する啓発パンフレットを配布するなど、

学習の機会を設けることで理解と意識の

向上を目指します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

学校指導課 

地域こども支援課 

継続 

86 

小・中学校において「他者と共により良

く生きる道徳性を養う道徳教育」や「自

己や他者を尊重する態度を養う人権教

育」を実施します。 

学校指導課 

継続 

87 

保育所・幼稚園・学校関係者などに対

し、ＤＶ・デートＤＶに関する研修会を

実施します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

学校指導課 

地域こども支援課 

こども育成課 

継続 
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 問 あなたはＤＶ被害にあわれたことがありますか。（どちらか１つに○） 
 
 
 
 
 

図１２：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ６９ 
    前回調査は平成２３年１１月実施 

 

問 あなたが受けたＤＶはどのような内容ですか。（あてはまるものすべてに○） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１３：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ７３ 
前回調査は平成２３年１１月実施 

 
問 あなたは、「デートＤＶ」をご存知ですか。（あてはまるもの１つに○） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１４：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ７９ 

9.5 

0.7 

9.5 

2.3 

0 10 20 30

前回調査 女性(N=599)
今回調査 女性(N=514)

前回調査 男性(N=402)
今回調査 男性(N=351)

(%)

7.0 

43.9 

19.3 

40.4 

19.3 

24.6 

12.3 

21.1 

1.8 

8.2 

49.0 

20.4 

46.9 

10.2 

32.7 

14.3 

8.2 

8.2 

0 20 40 60

「おれがいるときは外出しないように」と言う

「誰のおかげで、おまえは食べられるんだ」と言う

意に反して、性的行為を強要する

殴ったり、蹴ったり、平手で打つなどする

交友関係や電話を細かく監視する

話しかけても無視して返事をしない

生活していけないほどの少額なお金しか渡さない

その他

無回答

(MA%)

前回調査 女性(N=57)
今回調査 女性(N=49)

6.0 21.6 18.1 51.8 2.5 今回調査 女性
(N=514)

(%)

0 20 40 60 80 100

どういう行為か内容までよく知っている

言葉は聞いたことがあり、ある程度知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない

ほとんど知らない 無回答

3.1 15.7 18.2 61.0 2.0 今回調査 男性
(N=351)

(%)

0 20 40 60 80 100

どういう行為か内容までよく知っている

言葉は聞いたことがあり、ある程度知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない

ほとんど知らない 無回答
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基本課題１１ 相談体制の充実 

 
（現状と課題） 

● 市民意識調査の結果をみると、ＤＶ（23）を受けたことがある女性の６３．３％が

「相談しなかった」と回答しており、その理由をたずねると、「自分さえ我慢す

れば、このまま何とかやっていくことができると思ったから」が４８．４％で最

も多く、次いで「相談しても無駄だと思ったから」が３５．５％、「恥ずかしく

て誰にも言えなかったから」が３２．８％となっています。また、「相談した」

と答えた人でも、相談先は家族や友人が多く、公的機関の利用は少ないのが現状

です。ＤＶは、家庭内で行われることが多いため、外部からはその発見が難しく、

潜在化する傾向にあります。被害が深刻化する前に、被害者が迷わず、安心して

相談できるように、平成２８（2016）年４月に開設した「川西市配偶者暴力相談

支援センター（57）」と各種窓口との連携を強化するとともに、相談窓口の周知徹

底と対応の迅速化を図る必要があります。 

 

● また、「川西市配偶者暴力相談支援センター」や「川西市男女共同参画センター

（58）」などの相談員の資質向上を図るとともに、被害者が窓口で二次的被害を受

けることがないよう、関係職員の研修の充実も図ります。さらに、ＤＶを発見し

やすい立場にある、保健・医療機関や学校関係者、福祉関係者などに対し、「Ｄ

Ｖ防止法」に基づく通報についての周知を図り、被害が深刻な状況にならないよ

う、早期発見を可能にする環境づくりが必要です。 

 

● 本市では、平成１７（2005）年３月に川西市男女共同参画推進本部幹事会「女性

に対する暴力対策部会」プロジェクトチームにおいて作成した「ＤＶ（ドメステ

ィック・バイオレンス）被害者を支援するためのマニュアル」に基づき、被害者

への適切な対応に努めています。このマニュアルについては、適宜改定し、被害

者支援の各段階において最大限活用する必要があります。 

 

 

【施策の方向】 

１．配偶者暴力相談支援センターの充実と各種相談窓口との連携強化、市民へ 

の周知徹底 

 

２．相談員などの資質の向上と二次的被害の防止 
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評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

29 
ＤＶ被害者の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：９．５％ 

男性：２．３％ 

   減少 

 ※（H33年度） 

子育て・家庭 

支援課 

30 

ＤＶを受けたとき、どこかに相談し 

た人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

３３．９％ 
７０％ 

※（H33年度） 

子育て・家庭 

支援課 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度に実施する予定です。 

 

問 「あなたがＤＶを受けたとき、どこかに相談しましたか。」  

  
 
 
 

図１５：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ７４ 
    前回調査は平成２３年１１月実施 

 

問 相談しなかった理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１６：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ７５ 
    前回調査は平成２３年１１月実施 

43.9 

34.7 

54.4 

63.3 

1.8 

2.0 

前回調査 女性
(N=57)

今回調査 女性
(N=49)

(%)

0 20 40 60 80 100

はい いいえ 無回答

 はい いいえ

今回調査　男性(N=8) 2件 5件

19.4 

25.8 

48.4 

16.1 

9.7 

41.9 

6.5 

22.6 

16.1 

48.4 

3.2 

0.0 

6.5 

32.3 

35.5 

16.1 

3.2 

48.4 

9.7 

16.1 

25.8 

29.0 

19.4 

0.0 

0 20 40 60

誰（どこ）に相談してよいのか
わからなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相談しても無駄だと思ったから

相談した事がわかると仕返しやより酷い
暴力を受けると思ったから

相談相手の言動により、不快な思いを
させられると思ったから

自分さえ我慢すれば、このまま何とか
やっていけると思ったから

世間体が悪いと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

自分に悪いところがあると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

無回答

(MA%)

前回調査 女性(N=31)
今回調査 女性(N=31)
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

配偶者暴力相談支

援センターの充実

と各種相談窓口と

の連携強化、市民

への周知徹底 

88 

「ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）（23）」被害者を支援するためのマニ

ュアル」に基づき迅速かつ的確に対応す

るとともに、配偶者暴力相談支援センタ

ーと関係所管との連携強化に努めます。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

生活支援室 

長寿・介護保険課 

長寿・介護保険課（地

域包括支援センター） 

生徒指導支援課 

教育相談センター 

健幸政策室 

市立川西病院 

継続 

89 

市の広報誌やホームページ、男女共同参

画センター情報紙、パンフレットなどを

活用し、配偶者暴力相談支援センター

（57）などＤＶ・デートＤＶに関する各種

相談窓口や、早期発見・通報などの重要

性について周知します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

90 

ＤＶ防止啓発のチラシなどを作成し、医

師会を通じて医療機関へ配布することに

よって、被害者保護の啓発に努めます。 

子育て・家庭支援課 

健幸政策室 

継続 

2 

相談員などの資質

の向上と二次的被

害の防止 

91 

国・県が主催するＤＶ研修会などへの積

極的な参加と、市独自の研修会の充実に

努めます。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

生活支援室 

長寿・介護保険課 

長寿・介護保険課（地

域包括支援センター） 

教育相談センター 

健幸政策室 

市立川西病院 

継続 
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基本課題１２ 被害者の安全確保 

 
（現状と課題） 

● 被害者を緊急に保護する必要がある場合には、一時保護施設へ入所申請を行い、 

施設まで職員が同行するなど、被害者の安全を確保しています。一時保護を必要

とする被害者は精神的に不安定な状態に置かれていることが多く、また、加害者

が被害者の所在を捜しまわる場合も少なくないことから、その対応には細心の

注意を払う必要があります。 

 

● 緊急一時保護の場合は警察や県との連携が重要となるため、日ごろから関係機

関と情報共有を図り、迅速で適切な被害者支援に努めています。 

 

● 被害者の申し出により、被害者の住民票や戸籍の附票などを加害者に交付、閲覧

しないようにするとともに、避難先で国民健康保険被保険者証を使用する場合

に、申し出があれば加害者への医療費通知の送付を行わないなどの支援措置を

講じています。 

 

● このほか、加害者からの問い合わせや追求に対しては一切答えないなど、各機関

が連携し、被害者情報の守秘を徹底しています。 

 

 

【施策の方向】 

１．緊急時における被害者の安全確保 

 

２．被害者などの情報管理の徹底 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 
緊急時における被

害者の安全確保 

92 
関係機関と連携を図り、一時保護施設な

どへの入所支援を行います。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

生活支援室 

継続 

93 

児童虐待の疑いがある場合は、県川西こ

ども家庭センターなどと連携を図りなが

ら、迅速で適切な対応に努めます。 

子育て・家庭支援課 

地域こども支援課 

生徒指導支援課 

教育相談センター 

継続 

2 
被害者などの情報

管理の徹底 

94 

申し出があった場合、住民基本台帳閲覧

の制限、通知・案内文書の不送付など、

情報管理を徹底します。 

市民課 

国民健康保険課 

関係所管 

継続 

95 

住民票を異動させずに居所を移した場

合、被害者の子どもの転校先や居住地な

どの情報を適切に管理します。 

学務課 

子育て・家庭支援課 

関係所管 

継続 

96 

加害者の追及に対して、相談履歴の有無

などを含めて返答しないなど、守秘義務

を徹底するとともに、加害者の情報を共

有します。 

子育て・家庭支援課 

関係所管 

継続 
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基本課題１３ 被害者の自立支援 

 
（現状と課題） 
●被害者がこれまでの生活の場を離れ、新たな場所で自立するためには、住宅の確 
保、経済的基盤の確立、子どもの養育、心身のケアについての支援が必要です。こ

のため、被害者への各種支援制度に関する情報を提供し、助言する必要があります。

また、経済的自立に向けた適切なサポートを行う必要があります。 
 
●一時保護後、地域で生活するにあたって、自尊感情の喪失や不安感、心のゆれな 
ど、さまざまな課題を抱えながら暮らしている被害者も多いことから、心理的ケア

のための支援を充実していきます。さらに、ＤＶ（23）家庭で育ったことにより深刻

な影響を受けている子どもへの心のケアに関しても支援を行う必要があります。 
 
 
【施策の方向】 
１．生活の安定、経済的自立に向けた支援 

 
２．心理的ケアの充実 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担当課 
備

考 

1 

生活の安定、経済

的自立に向けた支

援 

97 
経済的に困窮している場合、生活保護など

の支援を行います。 
生活支援室 

継続 

98 

国民健康保険や国民年金、住所異動などに

関する手続きについて分かりやすく説明す

るなど、各種支援制度に関する情報提供を

行います。 

国民健康保険課 

市民課 

関係所管 

継続 

99 

市営住宅の募集に関する情報提供を行うほ

か、ＤＶ被害者を市営住宅入居抽選の優先

枠対象者とします。 

住宅政策室 

継続 

100 

ＤＶ（23）被害者の経済的自立に向けて、施

設への入所、就労に関する相談、その他各

種支援制度に関する情報提供などを行いま

す。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

福祉政策課 

産業振興課 

関係所管 

継続 

101 

被害者の就業活動を支援するため、保育所

や留守家庭児童育成クラブ（41）への優先的

な受け入れを行います。 

こども育成課 

地域こども支援課 

継続 

2 心理的ケアの充実 

102 

「女性のための相談」や「母子相談」など

を通して、被害者の心理的回復への支援を

行います。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター 

教育相談センター  

継続 

103 

医師と精神保健福祉士などが行う「心の相

談」など、現行の他施策と連携し、心のケ

アを行います。状況に応じて、医療機関や

自助グループなどの紹介を行います。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

障害福祉課 

継続 
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基本課題１４ 推進体制の強化 

 
（現状と課題） 

●本市では、市役所内の関係各課で構成する川西市男女共同参画推進本部幹事会 

「女性に対する暴力対策部会」を設置し、「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

（23）被害者を支援するためのマニュアル」の作成や、情報交換、研修会などを行っ

てきました。今後は、同部会の活動をさらに発展させるとともに、関係所管がより

迅速に、かつ的確に対応にできるよう連携を強化する必要があります。 

 

●ＤＶは人権や生命に関わる問題であり、本来は行政が責任を持って取り組む分野

です。しかし、ＤＶ被害者の多様なニーズに対応するためには、多様な選択肢の提

供が必要であり、柔軟な対応ができる民間支援団体の支援が重要な役割を果たし

ています。ＤＶ対策を一層効果的に進めるため、民間支援団体との連携・協働を強

化する必要があります。 

 

●また、川西警察署と兵庫県伊丹健康福祉事務所、兵庫県川西こども家庭センター、 

市関係機関で構成する川西市ＤＶ防止ネットワーク会議を開催し、広域関係機関

との連携や情報の共有、研修などを行ってきました。被害者支援には、このような

広域的なつながりが欠かせません。今後は、被害者支援をさらに円滑に行うために、

兵庫県女性家庭センター（配偶者暴力相談支援センター（57））との連携を強化する

とともに、公営住宅の有効活用など、市町の枠を超えた広域的連携がさらに強固な

ものになるよう、広域ネットワークの構築を県に働きかける必要があります。 

 

 

【施策の方向】 

１．警察や県、市福祉・子ども部門などの連携強化 

 

２．民間支援団体との連携・協働 

 

３．広域連携の強化 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担当課 
備

考 

1 

警察や県、市福

祉・子ども部門な

どの連携強化 

104 

引き続き「女性に対する暴力対策部会」

を設置するとともに、必要に応じて「ケ

ース検討会議」を開催するなど、市関係

所管の連携を強化します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室 

関係所管 

継続 

105 

市関係所管と外部機関で構成する「川西

市ＤＶ防止ネットワーク会議」を開催

し、情報の共有化や連携強化に努めま

す。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室 

関係所管 

継続 

2 
民間支援団体との

連携・協働 

106 

民間支援団体と連携し、「川西市ＤＶ防

止ネットワーク会議」や各種研修会にお

いて情報交換や事例検討などを行いま

す。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

生活支援室 

継続 

107 
民間支援団体が自主的に行うＤＶ対策事

業への支援策を検討します。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

3 広域連携の強化 108 

公営住宅の有効活用など、市町の枠を超

えた広域的連携が強化されるよう、広域

ネットワークの構築を県に働きかけま

す。 

子育て・家庭支援課 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

生活支援室 

継続 
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基本目標Ⅵ 男女共同参画施策の推進と進行管理 

 
本市では、平成５（1993）年に女性プランを策定して以来、男女平等に向けての施

策を展開してきました。平成１５（2003）年には、男女共同参画プランのもと、市長

を本部長とする男女共同参画推進本部を設置し、全庁挙げての取組を進めてきまし

た。男女共同参画審議会の設置、男女共同参画市民企画員の委嘱も行ってきました。 

男女共同参画センター（58）においては、ジェンダー（８）問題についての講座や相談、

情報提供などの事業を実施し、ここを拠点とした市民活動も展開されてきました。 

また、平成２７（2015）年には、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市

の責務並びに市民、事業者、教育関係者及び市民公益活動団体の役割を明らかにする

とともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的として「川

西市男女共同参画推進条例」を制定しました。 

しかし、「市民意識調査」の結果をみると、このプランを知らない人は女性で７４．

５％、男性で７９．５％、川西市男女共同参画センターを知らない人は女性で４９．

４％、男性で６７・０％です。さらに男女共同参画施策を調整する部門や男女共同参

画センターの充実を図り、市民などとの協働による全庁的な施策の推進によって、男

女共同参画社会の実現を期さなければなりません。 

全庁的な男女共同参画の推進を図るため、その調整部門の強化に努め、男女共同参

画センターの事業内容などについて市民への周知徹底を図り、専門的力量を備えた

職員の配置と地域への働きかけによって、市民などとの協働で施策を推進すること

が必要です。 

 

 

基本課題１５．男女共同参画の施策推進体制の強化 

 

基本課題１６．市民参画の体制整備 
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基本課題１５ 男女共同参画の施策推進体制の強化 

 
（現状と課題） 

● 男女共同参画施策に関する庁内の連携強化を一層図ることが必要であり、そ

のためには調整担当部署の機能強化が課題です。 

 

● 毎年度、男女共同参画プランに基づく具体的施策の進捗状況及び評価指標の

達成状況を明らかにした報告書を作成し、公表しています。 

 

● 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に対し、市民などから苦情又

は意見の申出があったときは、関係機関と協力し、適切かつ迅速に対応する必

要があります。また、性別による差別的取扱い、その他男女共同参画の推進を

阻害する行為に関し、市民などから相談の申出があったときは、関係機関と協

力し、必要な支援を行う必要があります。 

 

● 男女共同参画センター（58）は、男女共同参画に関する講座の開催や情報提供、

女性グループ・団体の自主的活動の場の提供、相談業務、調査研究の実施、Ｎ

ＰＯ（21）、住民などの活動支援など、多様な機能を有しており、男女共同参画

社会の実現に向けた拠点施設です。多くの市民に知られ、その利用が促進され

るようさらなる広報活動に努めるとともに、講座の開催などを通して公民館

などの社会教育機関、その他諸団体との連携強化を図る必要があります。また、

男女共同参画に係る相談機関の連携システムを構築することが課題です。 

 

● 「川西市特定事業主行動計画（34）」に基づき、当市役所が地域のモデル職場と

なるように、男女ともに働きやすい職場づくりや、育児・介護休業の男女とも

の取得の推進などに取り組む必要があります。 

 

● 本市では、平成２６（2014）年に川西市参画と協働のまちづくり推進条例を制

定し、地域担当職員制度を設けました。この地域担当職員や、以前から各小学

校区人権啓発推進委員会に２名ずつ配置している校区担当職員（小学校区人

権啓発部会員）をコミュニティワーカー（59）と位置づけ、男女共同参画の視点

で支援活動が行えるよう研修などを実施する必要があります。 
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【施策の方向】 

１．庁内推進体制の整備・強化と評価指標（数値目標）による進行管理 

 

２．男女共同参画センター（58）の周知徹底と社会教育機関、その他諸団体との連

携強化 

 

３．庁内男女共同参画モデル化の推進 
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20.5 50.9 24.5 4.0 

(%)

0 20 40 60 80 100

よく知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

前回調査 女性

(N=599)

6.6 34.2 8.2 49.4 1.6 

(%)

0 20 40 60 80 100

利用したことがある

知っているが利用したことはない

聞いたことがある 知らない 無回答

今回調査 女性

(N=514)

10.2 34.1 49.5 6.2 

(%)

0 20 40 60 80 100

よく知っている

聞いたことがある 知らない 無回答

前回調査 男性

(N=402)

2.0 22.8 6.6 67.0 1.7 

(%)

0 20 40 60 80 100

利用したことがある

知っているが利用したことはない

聞いたことがある 知らない 無回答

今回調査 男性

(N=351)

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

31 

川西市男女共同参画プランを知って

いる人の割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：２１．８％ 

男性：１８．８％ 

女性：５０％ 

男性：５０％ 

※(H33年度) 

人権推進室 

32 

パレットかわにし（川西市男女共同 

参画センター（58））を知っている人の

割合 

(男女共同参画に関する市民意識調査) 

女性：４０．８％ 

男性：２４．８％ 

女性：７０％ 

男性：５０％ 

※(H33年度) 

人権推進室 

33 
男女共同参画センターと公民館など

との共催講座延べ件数 
２件 

１０件 

（H30～34年度） 

人権推進室 

（男女共同参画

センター） 

※男女共同参画に関する市民意識調査は５年ごとに実施しており、次回は平成３３年度に実施する予定です。 

 

 

問 あなたは、複合施設「パレットかわにし（１階）」にある川西市男女共同参画 

センターを利用したことがありますか。または、ご存じですか。 

（あてはまるもの１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ８２ 
    前回調査は平成２３年１１月実施  
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

庁内推進体制の整

備・強化と評価指

標（数値目標）に

よる進行管理 

109 

「男女共同参画推進本部（15）」の活性化

を図ることで、施策推進体制を強化しま

す。 

人権推進室 

継続 

110 

プラン策定とその進行管理のための諮

問・専門機関として、引き続き「男女共

同参画審議会（16）」を設置し、必要に応

じて開催します。  

人権推進室 

継続 

111 

評価指標（数値目標）を設定し進行管理

を行うとともに、その進捗状況を定期的

に公表します。 

人権推進室 

関係所管 

継続 

112 男女共同参画推進条例を周知します。 人権推進室 

新規 

2 

男女共同参画セン

ターの周知徹底と

社会教育機関、そ

の他諸団体との連

携強化 

113 

市広報誌や市ホームページ、その他あら

ゆる媒体を活用し、男女共同参画センタ

ー（58）の一層の周知を図ります。また、

同センターのフリースペースに多くの人

を呼び込めるような講演会や催しなどの

開催を検討します。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

114 

講座の開催などを通して公民館やレフネ

ックなどの社会教育機関、その他諸団体

との連携強化を図ります。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

総合センター 

公民館 

社会教育・文化財課 

関係所管 

継続 

3 
庁内男女共同参画

モデル化の推進 

115 

「川西市特定事業主行動計画（34）」に基

づき、市女性職員、教員の職域拡大と管

理職などへの登用促進を図り、地域のモ

デル職場となるよう取組を進めます。 

職員課 

人権推進室 

関係所管 

継続 

116 
男女共同参画に関する職員研修、教員研

修を充実します。 

職員課 

人権推進室 

学校指導課 

継続 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

3 
庁内男女共同参画

モデル化の推進 
117 

コミュニティワーカー（59）としての地域

担当職員及び校区担当職員（小学校区人

権啓発部会員）に、男女共同参画の視点

で支援活動が行えるよう研修などを実施

します。 

参画協働室 

人権推進室 

継続 

 

 

問 次の「ことがら」や「ことば」を見たり聞いたりしたことがありますか。 

（①～⑧のそれぞれについて、１～３の中であてはまるもの１つに○）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８：川西市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成２９年３月）Ｐ１８ 
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基本課題１６ 市民参画の体制整備 

 
（現状と課題） 

● 男女共同参画社会の実現には、ジェンダー（８）問題に関する気づきを促すよう

な粘り強い施策の展開が不可欠です。このため、性別にかかわりなく、個性と能

力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向け活動している、または、活動しよ

うとしている市民グループを、引き続き支援していく必要があります。 

 

● また、参画と協働の理念のもと、男女平等を推進する力量を備えた市民リーダ

ーを育成することも不可欠であることから、引き続きリーダーの発掘や養成に

努めるとともに、その中で育った人々が、市や地域で活躍できるようなシステム

の構築に努める必要があります。 

 

 

【施策の方向】 

１． ジェンダー問題に取り組む市民団体への支援 

 

２． 男女共同参画市民企画員（60）の育成 

 

 

 

 

評価指標 

№ 評価指標 現 状（Ｈ２８） 目 標（Ｈ３４） 担当課 

34 
男女共同参画社会の実現をめざす活

動助成金の延べ交付団体数 

６団体 

（Ｈ２５～２８年度） 

１０団体 

（Ｈ３０～３４年度） 
人権推進室 

35 男女共同参画市民企画員の延べ人数 
３０人 

（Ｈ２５～２８年度） 

４０人 

（Ｈ３０～３４年度） 
人権推進室 

36 
男女共同参画市民企画員企画講座の

延べ参加者数 

５６７人 

（Ｈ２５～２８年度） 

８００人 

（Ｈ３０～３４年度） 
人権推進室 
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№ 施策の方向 № 具 体 的 施 策 担 当 課 
備

考 

1 

ジェンダー（８）問

題に取り組む市民

団体への支援 

118 

男女共同参画に取り組む市民団体へ助成

金を交付するなど、その活動を支援しま

す。 

人権推進室 

継続 

119 
男女共同参画に取り組む市民団体のネッ

トワーク化を促進します。 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 

2 
男女共同参画市民

企画員の育成 
120 

男女共同参画市民企画員（60）の育成を行

い、市や地域で活躍できるようなシステ

ムを構築します。 

人権推進室 

人権推進室（男女共同

参画センター） 

継続 
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Ⅰ 男女共同参画プラン用語解説 
  
１ 男女共同参画社会 ［P1］ 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における
活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的
利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のことです。 

 
２ 女性活躍推進法 ［P1、P2、P5、P20、P26、P31］ 

女性が希望に応じ職業生活で活躍できる環境を整備することを目的とし、平成２７
（2015）年９月に公布、施行されました。施行から１０年間の時限立法です。同法によ
り平成２８（2016）年４月から、従業員３０１人以上の企業と、雇用主としての国や自
治体は、女性活躍推進に向けた「行動計画」の策定と公表が義務づけられました。罰則
規定はなく、同様のことが従業員３００人以下の企業にも努力義務として課されます。 

 
３ 国連国際婦人年 ［P1］ 

1972 年の第２７回国連総会において女性の地位向上のため世界規模の行動を行うべき
ことが提唱され、1975年を国際婦人年とすることが決定されました。また、1976年～1985
年までの１０年間を「国連婦人の１０年」としました。 

 
４ 国連婦人の１０年 ［P1］ 

1975年の第３０回国連総会において 1976年～1985年を「国連婦人の１０年」とし、
そのテーマを「平等・発展・平和」とすることが宣言されました。そして、「国連婦人の１
０年」の中間年にあたる 1980年には、コペンハーゲンで「国連婦人の１０年」中間年世
界会議が、「国連婦人の１０年」の最終年にあたる 1985年には、ナイロビで「国連婦人の
１０年」ナイロビ世界会議が開かれ、「女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択
されました。 

 
５ 世界女性会議 ［P1、P8］ 

1975 年の国際婦人年以降、５～１０年ごとに開催されている、女性問題に関する国際
会議。第１回世界女性会議は 1975年にメキシコシティで、第２回世界女性会議は 1980年
にコペンハーゲンで、第３回世界女性会議は 1985年にナイロビで、第４回世界女性会議
は 1995年に北京で開催されました。 

 
６ 国連特別総会「女性2000年会議」 ［P2］ 

第４回世界女性会議で採択された「北京行動綱領」について、採択後５年間の実施状況
の報告と評価を行うとともに、さらなる行動とイニシアティブを検討するため、2000 年
にニューヨークで開催されました。最終日には、各国の決意表明や理念を謳う「政治宣言」
と、行動綱領の実施促進のための「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニ
シアティブ」（いわゆる「成果文書」）が採択されました。 

 
７ 女子差別撤廃条約（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約）［P2、P24、

P25］ 
1979年１２月、第３４回国連総会において採択され、1981年９月に発効しました。我
が国は、国籍法の改正や男女雇用機会均等法の公布、家庭科の男女共修等の措置を講じた
後の 1985年６月に批准しました。2010年２月現在の締約国数は１８６カ国。締約国は、
条約の実施状況について、条約が効力を生じてから１年以内に第１次報告を、その後は少
なくとも４年ごとに報告を提出することとなっています。 

 



 
- 69 -

８ ジェンダー（社会的性別） ［P2、P7、P15、P65］ 
外性器で判断した生物学的性別を「セックス/sex」というのに対して、歴史的な社会/文

化の中で形成された男女の違いを「ジェンダー/gender」（社会的性別）といいます。 
今日、人の生殖腺、内性器、外性器の組み合わせも多様であることや、同性愛や性同一

性障害の人々が認められているように、人は、男と女という二項対立的な二分法に収まら
ない場合があります。このため、社会的・文化的に形成されてきた、男/女という単純な二
項対立的観方や異性愛中心主義等のもつ社会/文化性（規範性、抑圧性）を批判的に見てい
く動きは拡がりつつあります。従って「ジェンダー」には、そうした社会/文化的につくら
れてきた性に関わる偏見や差別、上下関係等に気づき、またそれらに敏感になって、それ
らの解消を目指すという意味も含まれることになります。 

 
９ エンパワーメント ［P2、P6、P7、P8］ 

従来は「力をつけること」の意味で使われていましたが、近年は「潜在的に持っている
力を伸ばすこと」の意味で使われるようになりました。すなわちエンパワーメントとは、
これまで、政策決定や意思決定の面で十分に力を出さない状態にあった女性一人ひとりが、
潜在的に持っている自分の力を自覚し、それを伸ばすことにより、さまざまな分野で力を
発揮していくことです。平成７（1995）年に北京で開かれた第４回世界女性会議のキーワ
ードであり、以後、男女共同参画の取り組みの中で重要視されている考え方です。 

 
10 男女共同参画社会基本法 ［P2、P5、P7、P12］ 

男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を
実現するため、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び
国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する
ことを目的として、平成１１（1999）年６月２３日法律第７８号として、公布、施行され
ました。 

 
11 男女共同参画基本計画 ［P2］ 

政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画です。 
男女共同参画社会基本法第１３条により、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており、第一次の計画は
平成１２（2000）年１２月１２日に閣議決定されました。また、同法第１４条により、都
道府県及び市町村においても、区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
についての基本的な計画を、都道府県は国の計画を勘案して定めなければならないことが、
市町村は国の計画及び都道府県の計画を勘案して定めるよう努めなければならないこと
が規定されています。 
現行の計画（第３次計画）は、平成１７（2005）年に第２次計画が策定されたのちの国

内外の状況などを踏まえ、これまでの男女共同参加に関する取り組みを評価・総括したう
で、平成２２（2010）年１２月１７日に閣議決定されています。 

 
12 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）［P2、P5、P7、 

P46］ 
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。 
男性被害者もこの法律の対象となりますが、多くの場合は女性であることから、前文は

女性被害者に配慮した内容となっています。また、平成１９（2007）年７月には２回目の
改正が行われ、保護命令の拡充とともに、市町村の基本計画策定と配偶者暴力相談支援セ
ンター設置の努力義務が盛り込まれました。 
 

13 育児・介護休業法 ［P2］ 
正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

で、平成７（1995）年、育児休業法を大幅に改正し成立しました。事業主は、育児休業や
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介護休業、子の看護休暇の申し出をしたこと、または取得したことを理由として、労働者
に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことなどが定められています。 
平成２１（2009）年６月の改正では、３歳未満の子を養育する労働者が希望すれば、短
時間勤労制度を設けることを事業主の義務とするなど、子育て期間中の働き方の見直しや、
父親の育児休業取得の促進、仕事と介護の両立支援に関する内容が充実されました。 

 
14 ひょうご女性チャレンジひろば ［P3、P29］ 

平成１８（2006）年６月、兵庫県が、出産・育児などのために一度退職し、再び就職や
地域活動にチャレンジする女性などを総合的に支援するため、県立男女共同参画センター
内に設置した総合窓口で、情報提供や相談を行っています。 
また、平成２４（2012）年８月１日現在、県内２９市中２１市の男女共同参画センター
等で「女性チャレンジひろば」が開設されています。 

 
15 川西市男女共同参画推進本部 ［P3、P6、P63］ 

本市における男女共同参画社会の形成促進に関する施策を全庁横断的に推進するため
設置しています。本部長は市長、副本部長は両副市長、本部員はその他特別職と部長級職
員で構成されています。また、この推進本部の下部組織として、関係所管や各部庶務担当
課の課長級職員で構成する幹事会を設置しています。 

 
16 川西市男女共同参画審議会 ［P3、P6、P63］ 

市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に係る総合的施策の策定及び実施に
関する重要事項について調査審議するため、平成１５（2003）年４月１日に設置されまし
た。委員は１１人以内で構成され、任期は２年としています。また、幅広く市民の意見を
反映するため、市民公募枠を設けています。平成２４（2012）年８月には市長の諮問に対
し、「第３次川西市男女共同参画プラン策定に当たっての考え方について（答申）」を提出
しました。 

 
17 積極的改善措置（ポジティブ・アクション） ［P7、P19］ 

一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範
囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的とし
て講じる暫定的な措置のことをいいます。過去の差別の結果を是正するためには、単なる
機会の平等だけでは不足であり、より積極的な措置が必要であるという考え方に基づいて
います。アファーマティブ・アクションとも呼ばれます。具体的には、自治体の審議会等
への女性委員登用のための目標設定や、女性の昇進試験の受験の奨励、法を上回る育児・
介護休業制度の導入などがあります。 

 
18 ジェンダー（社会的性別）問題に敏感な視点 ［P7］ 

「社会的性別」（ジェンダー）問題に敏感な視点とは、男女の性差別、性別による固定的
役割分担、偏見等が社会的に作られたものであることを「意識化」していこうとするもの
です。 
しかし、その対象の中には、ひな祭りや端午の節句など男女共同参画社会の推進・形成

を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするもので
はありません。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必
要があります。 

 
19 法的識字能力（リーガル・リテラシー） [P7、P14] 

リテラシー（識字）とは「読み書き能力」の意味です。法的識字能力とは、法律や制度
において自分にどんな権利があるかを知り、その権利を行使するためにどのような手続き
が必要なのかを理解し、その知識を使いこなす能力のことです。また、現行のあらゆる法
律につて、ジェンダーの視点から総点検し、男女平等なものに改正し、さらに法の執行を
ジェンダーによる偏りのないものにすることです。 

1995年の第４回世界女性会議では、行動綱領の「女性と人権」の項目に、戦略項目とし
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て「法的識字の達成」が掲げられ、2000年に策定された「男女共同参画計画」でも、男女
共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識改革に向けた「法識字の強化」が
盛り込まれました。 

 
20 ＮＧＯ ［P8］ 

Non Governmental Organization（非政府組織）の略称で、もともとは国連の場で政府
以外の関係組織を示すのに使われていた言葉が広まったもので、最近では、開発、貧困、
平和、人道、環境等の地球規模の問題に自発的に取り組む非政府非営利組織を指すのに使
われています。 

 
21 ＮＰＯ ［P8、P20、P22］ 

Non Profit Organization（非営利組織）の略称で、さまざまな社会貢献活動を行い、団
体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益
を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、さまざまな社会
貢献活動に充てることになります。このうち「特定非営利活動法人」とは、「特定非営利活
動促進法」に基づき、法人格（個人以外で権利や義務の主体となり得るもの）を取得した
法人です。法人格の有無を問わず、さまざまな分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環
境、国際協力など）で社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待さ
れています。 

 
22 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） ［P8、P15、P26、P27、P28、P29、P31、 

P32、P33、P34、P35］ 
  男女がともに、人生の各段階において、仕事、家庭生活（家事・子育て・介護等）、地域
活動、個人の自己啓発など、さまざまな活動を自らの希望に沿った形で、バランスを取り
ながら展開できる状態のことをいいます。 
平成１９（2007）年１２月には、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等か
らなる「官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲
章」、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。この憲章の前文は次
のとおりです。 
「わが国の社会は、人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも 

対応しきれず、仕事と生活が両立しにくい現実に直面している。 
誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介 

護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活が護
の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができ
るよう､今こそ､社会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければなら
ない。 
仕事と生活の調和と経済成長は車の両輪であり、若者が経済的に自立し、性や年齢など

に関わらず誰もが意欲と能力を発揮して労働市場に参加することは、我が国の活力と成長
力を高め、ひいては少子化の流れを変え、持続可能な社会の実現にも資することとなる。 
そのような社会の実現に向けて、国民一人ひとりが積極的に取り組めるよう、ここに、

仕事と生活の調和の必要性、目指すべき社会の姿を示し、新たな決意の下、官民一体と 
なって取り組んでいくため、政労使の合意により本憲章を策定する。 

 
23 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） ［P8、P24、P46、P47、P48、P50、P52、P55、 

P56、P57］ 
配偶者や恋人など親しい関係にある人から振るわれる暴力のことで、「ＤＶ」と略され

ます。ＤＶには、殴る、蹴るという「身体的暴力」だけでなく、暴言や無視などによる「精
神的暴力」、友人などとの付き合いや行動を制限する「社会的暴力」、生活費を渡さないと
いった「経済的暴力」、避妊に協力しないなどの「性的暴力」があります。「男性優位・女
性従属」の社会構造や慣習から生じる問題として取り上げられ、高齢者と介護家族間、親
子間に生じる「家庭内暴力」とは区別されています。 
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24 （固定的）性別役割分担 ［P12、P14］ 
男女を問わず個性や個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも

関わらず、「男性は仕事、女性は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」などのよ
うに、性別を理由として役割を固定的に分ける考え方です。この考え方は、個人の生き方
を性によって狭めるものであり、男女共同参画社会の実現を妨げる大きな要因になってい
ます。 

 
25 人権教育のための国連１０年 ［P12］ 

1994年１２月の国連総会において、1995年から 2004年までの１０年間を「人権教育
のための国連１０年」とする旨が決議されるとともに、「人権教育のための国連１０年行
動計画」が採択され、人権という普遍的文化を世界中に構築するための取り組みが開始さ
れました。これを受け、わが国でも、平成９（1997）年に、憲法に定める基本的人権の尊
重の原則と人権という普遍的文化を構築することを目的に、学校教育、社会教育、企業、
その他あらゆる場を通して、人権教育を推進することを目標とした「人権教育のための国
連１０年」に関する国内行動計画を策定しました。 

 
26 人権教育のための世界プログラム ［P12］ 

「人権教育のための国連１０年」（1995年～2004年）の終了を受け、2004年１２月の
国連総会で、世界各地で引き続き人権教育を積極的に推進していくことを目的に、「人権
教育のための世界プログラム」を 2005年１月１日から開始することを採択しました。こ
のプログラムは、数年ごとの段階（フェーズ）を決め、その段階ごとに領域を定め、行動
計画を策定することとなっています。 
第１段階（2005年～2007年）は「初等・中等教育における人権教育普及」に焦点があ

てられました。その後、第１段階は２年間延長され 2009年に終了し、2010年から 2014
年までの５年間が第２段階とされ、「高等教育のための人権教育と、あらゆるレベルの教
員と教育者、公務員、法執行官、軍関係者のための人権研修」に重点が置かれることとな
りました。 

 
27 川西市人権行政推進プラン ［P13、P14］ 

人権教育、人権啓発をはじめとする本市の人権行政の推進方針や計画を示したものであ
り、平成１７（2005）年１２月に策定されました。この人権行政プランは、平成１２（2000）
年に策定した「人権教育のための国連１０年川西行動計画」を継承し、発展させたもので、
平成２１年度の見直しを経て、その計画期間を平成２６（2014）年度までとしています。 

 
28 隠れたカリキュラム ［P15、P17］ 

学校で学ぶべき知識体系として明文化され、公的に認識されているカリキュラムに対し
て、教師の言動や教材、学校の中の生活環境や規則などに潜む潜在的なカリキュラムのこ
とをいいます。男女別名簿でいつも男子が女子よりも先に呼ばれることや、校長・教頭な
ど指導的立場にある教職員に女性が少ないことなどは、無意識のうちに、女子は男子より
も劣るもの、男子のあとについていくものといった観念を子どもたちの中に植え付けます。
学校教育における男女平等を達成するためには、この隠れたカリキュラムを是正していく
必要があります。 

 
29 メディア・リテラシー ［P15、P18］ 

世の中にある数えきれないほどの沢山の情報メディアを主体的に読み解いて必要な情
報を引き出し、その真偽を見抜き、活用する能力のことです。 

 
30 セクシュアル・マイノリティ ［P15、P18］ 

セクシュアル・マイノリティとは、何らかの意味で「性」のあり方が非典型的な人のこ
とで、性的少数派、性的マイノリティ、ジェンダー・マイノリティともいいます。同性愛
者（女性を好きになる女性｟レズビアン｠または男性を好きになる男性｟ゲイ｠）、両性
愛者（好きになる人の性別を問わない人。バイセクシュアルともいう。）、トランスジェン
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ダー（体の性と心の性が一致しない人。性同一性障害を含む。）、インターセックス（主に
外性器から見て男女の区別のつきにくい人。半陰陽者ともいう。）、アセクシュアル（性欲
や恋愛感情を抱かない人）などの総称です。近年では、レズビアン、ゲイ、バイセクシュ
アル、トランスジェンダーの頭文字をとって、ＬＧＢＴともいいます。 

 
31 性の商品化 ［P18、P43］ 

買売春、ポルノ、性を強調したＣＭなど、主に女性の体やその一部を「モノ」扱いする
ことであり、女性をその人格と切り離して性の対象物としてみることです。性をモノ化す
ることは、対等である男女の関係を歪めます。近年、メディアの発信する情報の中には、
女性を性的側面のみでとらえ、人格を無視したような情報が溢れています。これらの情報
が日常的に、大量に、長期にわたり流されることは、セクシュアル・ハラスメントやＤＶ
の温床となっています。 

 
32 地縁団体 ［P20］ 

自治会やコミュニティなど、地縁で結ばれた団体のことをいいます。地方自治法第260
条の２は、地縁団体を「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の
地縁に基づいて形成された団体」と定義しています。 

 
33 次世代育成支援対策推進法 ［P20］ 
  仕事と子育てを両立できる環境を整備・拡充するため、地方公共団体や従業員３０１人 
以上の企業に、平成１７（2005）年３月末までに行動計画の策定を義務づけた法律です。 
平成２７（2015）年３月末までの時限立法です。 
 
34 特定事業主行動計画 ［P20、P60、P63］ 
  我が国における急速な少子化への対策として、平成１５（2003）年７月に公布された「次 
世代育成支援対策推進法」に基づき、国や地方公共団体は事業主として次世代育成支援を 
推進していくために、特定事業主行動計画を策定することが義務づけられました。また、 
平成２７（2015）年８月に「女性の就業生活における活躍の推進に関する法律」が公布さ 
れ、同法に基づく、特定事業主行動計画を策定することが義務づけられました。 

 
35 Ｍ字カーブ ［P27、P30］ 

女性労働者の年齢階層別の労働力率（１５歳以上の人口に占める労働力人口の割合）を
折れ線グラフにすると、３０歳代を底とする、アルファベットの「Ｍ」の字を描くことか
ら、Ｍ字カーブといいます。 
その背景には、女性が結婚、出産、子育ての期間に一時的に家庭に入ってしまうという

ことがあります。これは、日本や韓国などに独特なもので、保育施設整備が進んでいる北
欧諸国などでは、こういった出産・育児期の落ち込みはみられず、台形のカーブを描いて
います。 

 
36 川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター ［P27］ 

同センターに加入した市内中小企業に対し、従業員の健康診断や旅行補助などの厚生事
業、祝金や見舞金などの給付事業を行っています。加入資格は、市内で事業を行う従業員
が１人から３００人以下の事業所です。事業所単位の一括加入となりますが、パートタイ
マーも加入できます。通称名は「パセオかわにし」です。 

 
37 男女雇用機会均等法 ［P29］ 

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。
この法律は、日本政府が女性差別撤廃条約を批准するための国内法整備の一環として昭和
６０（1985）年に制定され、翌年４月１日に施行されました。 
平成９（1997）年の改正では、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、退職・解雇等にお

ける差別禁止や母性健康管理措置が義務規定となり、女性のみの採用・女性優遇も原則禁
止とされるなど男女平等をより徹底するとともに、新たにポジティブ・アクションやセク
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シュアル・ハラスメントに関する規定なども設けられました。 
平成１９（2007）年４月の改正では、性差別禁止の範囲の拡大、妊娠等を理由とする不
利益取り扱いの禁止、セクシュアル・ハラスメント対策の強化などが盛り込まれました。 
しかし、新自由主義経済によるグローバル化の中で、男女双方で非正規雇用が増え、就

労環境は一層深刻になっています。また、未だ根強い固定的な性別役割意識なども壁とな
っており、法の実効性は疑問視されています。 
 

38 パートタイム労働法 ［P29］ 
正式名称は「短時間労働者の雇用管理等に関する法律」。少子・高齢化が進み、労働力が

減少する中、パートタイム労働者がより能力を発揮できる雇用環境を整えることを目的に、
平成５（1993）年に成立しました。 
平成１９（2007）年の改正では、雇い入れの際に労働条件を文書などで明確にすること
や、パートタイム労働者の正社員への転換を進めることが企業に義務付けられるとともに、
職務が正社員と同じ場合などには、パートタイム労働者と正社員を差別的に取り扱うこと
を禁じました。 

 
39 川西しごと・サポートセンター ［P29］ 

無料で職業相談や職業紹介を行っているほか、パソコン求人検索機によりパートタイム
やフルタイムの求人情報を幅広く取得できる施設です。 

 
40 川西市子ども・子育て計画 ［P31、P40］ 

国の動向や本市の社会的背景に対応し、「川西市次世代育成支援対策行動計画」を引き
継ぎながら、子ども・子育て支援新制度の理念や意義を踏まえ、子ども・子育てに関する
施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成２７（2015）年３月末に策定
されました。 

 
41 川西市留守家庭児童育成クラブ ［P33、P56］ 

児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づく放課後児童健全育成事業です。 
就労等のため昼間、保護者が家庭にいない児童に対して、授業の終了後や学校の休業期

間に、市内１６小学校・特別支援学校内に設置した育成クラブ室を利用して、適切な遊び
と生活の場を提供し、その健全な育成を図るものです。 
対象は、小学校または特別支援学校小学部に在籍する１年生から６年生までの児童です。 

 
42 ファミリーサポートセンター事業 ［P33］ 

核家族化や都市化等により、家族・親族、隣近所などの子育て支援が減少する中で、地
域における子育て支援の一つとして地縁機能を代替し、従来の施設保育では対応しきれな
い保育ニーズに対応するために創設された事業です。 
同センターのしくみは、「子育ての応援をしてほしい」「子育ての応援をしたい」という

人が、依頼・協力・両方のいずれかで会員登録し、センターのアドバイザーを介して会員
同士が出合い、その中で相互援助活動が行われます。援助の内容は、保育施設の保育開始
前までの預りや保育終了後の預り、保育施設までの送迎、冠婚葬祭・買物などの外出時の
預りなど、一時的でかつ短時間、軽易なものになっています。 

 
43 性と生殖に関する健康の増進と権利の擁護（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）［P37、

P38、P40］ 
性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）とは、1994年にカイロで開催され
た国際人口・開発会議において提唱された概念で、人間の生殖システム、その機能と（活
動）過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的・精
神的・社会的に完全に良好な状態であることをいいます。 
また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、リプロダクティブ・ヘ

ルスを享受する権利のことで、具体的には、すべてのカップルと個人が、自分たちの子ど
もの数、出産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情報と
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手段を得ることができる権利のことです。性生活や妊娠・出産などにおける女性の自己決
定権や、カップルが健康な子どもを持つことができる最善の機会を得られるような適切な
ヘルスケア・サービスを利用できる権利も含まれます。 

 
44 ＨＩＶ/エイズ（ＡＩＤＳ） ［P37、P41、P42］ 

エイズ（後天性免疫不全症候群）は、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）が免疫細胞に感
染し、免疫細胞を破壊して後天的に免疫不全を起こす免疫不全症のことです。ＨＩＶに感
染すると、ＨＩＶは血液、精液、膣分泌液、母乳などに多く分泌されます。唾液、涙、尿
などの体液では他のヒトに感染させるだけのウイルス量は分泌されていません。そのため、
主な感染経路は、「性的感染」「血液感染」「母子感染」となっています。 

  1980年代には「致死の病」とされていたエイズは、今日では発症を抑制する薬などが開
発されています。しかし、国内のエイズ患者（発症者）は右肩上がりに増加しており、そ
の一方で保健所などでの検査件数は減少しているなどの問題も起こっています。 

 
45 性感染症 ［P37、P41］ 

性行為によって感染する病気。膣、ペニス、肛門、口などの粘膜を介して病原体に感染
し、性器や腹腔内あるいは全身に病気が発症します。古くは梅毒と淋病がその代表でした
が、これらが抗生物質の登場によって減少したのに代わって、近年では、性器クラミジア
感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローマ、エイズなどが増加しています。 
性感染症は性的接触を介して誰もが感染する可能性があります。感染しても無症状であ

ることが多く、治療に結びつかないだけでなく、自分の知らない間に他の人に感染させて
しまうことがあります。 

 
46 ライフステージ ［P37、P41、P42］ 

幼年期・児童期・思春期・青年期・壮年期・老年期など、人の一生を成長の度合いに応
じて区分した、それぞれの段階のことです。 

 
47 男性の更年期 ［P41、P42］ 

女性と同様、男性にも更年期障害は発症することがあります。その症状は、女性と同様、
動悸・のぼせなどの血管運動神経症状、不眠・うつ傾向などの精神神経症状、しびれ感・
知覚鈍麻などの知覚異常症状といった障害が多く見られます。さらに、性欲の低下・勃起
不全などの性機能症状などが加わります。 
男性の場合は、３０歳以降、睾丸ホルモンであるテストステロンの分泌が減少し始め、

４０歳代後半で症状が現れることがありますが、女性の場合に比べ分泌量の変化が穏やか
なため、老化現象の一部と認識され、気づかないことも多いようです。 

 
48 セクシュアル・ハラスメント ［P43、P44、P45、P47］ 

相手方の意に反する性的な言動であり、個人としての尊厳や名誉、プライバシーなどを
侵害する行為です。基本的には、受け手がその言動を不快に感じた場合にはセクシュアル・
ハラスメントとなります。 
具体的には、ヌードポスターを貼る、食事やデートにしつこく誘う、性的な内容の電話

手紙・電子メールをする、身体に不必要に接触する、性的な関係を強要するなどの行為で
す。また、女性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要したり、宴席でのお酌
や、カラオケでデュエットを強要したりするなどもセクシュアル・ハラスメントに該当し
ます。 

 
49 パワー・ハラスメント ［P43、P45］ 
  同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、 
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる 
行為をいいます。なお、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間 
などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。 
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50 スクール・ハラスメント ［P43］ 
  主に教師から児童・生徒に向けて行われる嫌がらせやいじめの総称です。 
 
51 アカデミック・ハラスメント ［P43］ 
  大学などの学術機関において、教職員が学生や他の教職員に対して行う嫌がらせで、パ 
ワーハラスメントの一類型です。 

 
52 マタニティ・ハラスメント ［P43］ 
  女性職員等に対して、妊娠・出産、育児に関する制度の利用等を理由として、精神的・ 
身体的な苦痛を与えたり、不利益に取り扱ったりする行為をいいます。 

 
53 パタニティ・ハラスメント ［P43］ 
  男性職員等に対して、育児に関する制度の利用等を理由として、精神的・身体的な苦痛 
を与えたり、不利益に取り扱ったりする行為をいいます。 

 
54 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法） 
［P43、P45］ 

  介護疲れによる肉親の虐待などが後を絶たないことを受け制定され、平成１８（2006）
年４月に施行されました。高齢者への虐待を「身体的虐待」「介護放棄・放任」「心理的虐
待」「性的虐待」「経済的虐待」の５つに分類。家庭内や高齢者施設で虐待が疑われる事例
を発見した者は、速やかに市町村に通報する義務があります。通報を受けた市町村は安全
を確認し、必要な場合は地域包括支援センターの職員などによる立入調査や入所措置を講
じます。 

  なお、対象の「高齢者」とは６５歳以上で、「養護者」とは家族など高齢者を現に養護す
る者をいいます。 

 
55 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）  
［P43、P45］ 
障害者の虐待の防止と早期発見、養護者への支援を講じるための法律です。平成２３

（2011）年６月に成立し、翌年１０月に施行されました。  
 
56 児童虐待防止法 ［P45］ 

１９９０年代に児童虐待が社会問題化したことや、子どもの権利条約が平成６（1994）
年に批准されたのを背景に平成１２（2000）年に施行されました。平成１６（2004）年の
法改正で、虐待の確証がなくても疑われる場合には、児童相談所などへ通報することが義
務づけられました。  

 
57 配偶者暴力相談支援センター ［P46、P50、P52、P57］ 

配偶者からの暴力の防止、被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセ
リング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、自立して生活する
ことを促進するための情報提供その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用につ
いての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行
います。 

 
58 川西市男女共同参画センター ［P50、P59、P60、P61、P62、P63］ 

昭和６２（1987）年５月に県内初の「婦人センター」として、川西市丸の内町にオープ
ンしました。平成３（1991）年、「女性センター」に名称変更したのち、平成１４（2002）
年６月には「男女共同参画センター」と名称変更するとともに、川西市小花１丁目に移転
しました。男女共同参画に関する情報収集や各種講座の開催、女性のための相談の開設、
男女共同参画社会を実現するための市民の活動・交流の支援、施設・設備の提供などを行
っています。 
また、平成２２（2010）年４月から指定管理者制度を導入し、現在はＮＰＯ法人市民事



 
- 77 -

務局かわにしと株式会社ジョイン川西による管理・運営が行われています。  
 
59 コミュニティワーカー ［P60、P64］ 

地域のニーズを踏まえて、その発展のために各種の組織・施設・機関の連携を図り、地
域資源を活用し、福祉活動、青少年育成、環境整備などに取り組む住民組織の支援にあた
る専門職員のことをいいます。地域に入って必要な情報を提供したり、組織をつないだり、
相談に応じたりする役割を担います。 
 

60 川西市男女共同参画市民企画員 ［P65、P66］ 
市民と行政との協働で男女共同参画を推進していくために男女共同参画に関する講演

会などを企画・運営する、公募で選ばれた市民の方です。これまでにお招きした講師は次
のとおりです。平成２３年度：フェミニズムのパイオニアの上野千鶴子さん、平成２４年
度：ＭＢＳパーソナリティの近藤光史さん、平成２５年度：ファザーリング・ジャパン関
西の和田憲明さん、平成２６年度：「ツレがうつになりまして。」の細川貂々さん、望月昭
さん夫妻、平成２７年度：落語家の笑福亭松枝さん、平成２８年度：国際助産師の小川圭
子さん。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


